
目
　
　
　
次 

則 

規 

規

則

○
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
施
行
細

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
薬

務

課
）

一

○
埼
玉
県
温
泉
法
施
行
細
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則

（

〃

）

三

告

示

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変

更
に
係
る
公
告

（
南
西
部
振
興
）

一
六

○
県
庁
舎
で
使
用
す
る
電
気
の
購
入
に

関
す
る
落
札
結
果
（
管

財

課
）

一
六

○
物
品
の
買
入
れ
等
に
係
る
一
般
競
争

入
札
又
は
指
名
競
争
入
札
に
参
加
す

る
者
に
必
要
な
資
格
等
に
関
す
る
公

示

（
入
札
審
査
課
）

一
六

○
介
護
保
険
法
に
よ
る
サ
ー
ビ
ス
提
供

事
業
者
の
指
定

（
介
護
保
険
課
）

二
〇

○
平
成
二
十
年
度
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
試

験

（
保
健
医
療
政
策
課
）

二
三

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
に
関
す
る

公
示

（
商
業
支
援
課
）

二
四

○
大
規
模
小
売
店
舗
に
対
す
る
市
町
村

等
意
見
の
公
示

（

〃

）

二
四

○
江
ヶ
崎
・
実
ヶ
谷
土
地
改
良
区
の
役

員
就
退
任
届

（
春
日
部
農
林
）

二
五

○
保
安
林
の
指
定
の
解
除
予
定

（
森
づ
く
り
課
）

二
六

○
電
線
共
同
溝
を
整
備
す
べ
き
道
路
の

指
定

（
道
路
環
境
課
）

二
六

○
建
設
業
法
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項

の
規
定
に
基
づ
く
取
消
処
分

（
建
設
業
課
）

二
六

○
秩
父
都
市
計
画
道
路
の
変
更
の
案
の

縦
覧

（
都
市
計
画
課
）

二
六

○
毛
呂
山
・
越
生
都
市
計
画
防
火
地
域

及
び
準
防
火
地
域
の
決
定
に
係
る
図

書
の
写
し
の
縦
覧
（

〃

）

二
六

○
毛
呂
山
・
越
生
都
市
計
画
地
区
計
画

の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
縦
覧

（

〃

）

二
七

○
滑
川
町
月
輪
土
地
区
画
整
理
組
合
の

理
事
の
氏
名
及
び
住
所
の
届
出

（
市
街
地
整
備
課
）

二
七

○
ふ
じ
み
野
市
駒
林
土
地
区
画
整
理
組

合
の
定
款
の
変
更
認
可

（

〃

）

二
七

○
越
谷
都
市
計
画
武
蔵
野
操
車
場
跡
地

地
区
土
地
区
画
整
理
事
業
の
決
定

（
市
街
地
整
備
課
）

二
七

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
公

告

（
建
築
指
導
課
）

二
八

○

〃

（

〃

）

二
八

○
飯
能
都
市
計
画
公
園
の
変
更
に
係
る

図
書
の
写
し
の
縦
覧（

公

園

課
）

二
八

○
県
立
熊
谷
高
等
学
校
外
二
十
五
校
コ

ン
ピ
ュ
ー
タ
教
室
用
機
器
等
賃
貸
借

に
関
す
る
落
札
者
等
の
公
示

（
高
校
教
育
指
導
課
）

二
八

○
県
立
学
校
間
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ

ム
等
運
用
保
守
業
務
委
託
に
関
す
る

落
札
者
等
の
公
示

（
高
校
教
育
指
導
課
）

二
八

○
県
道
さ
い
た
ま
ふ
じ
み
野
所
沢
線
の

区
域
の
変
更

（
川
越
県
土
）

二
九

○
県
道
さ
い
た
ま
ふ
じ
み
野
所
沢
線
の

供
用
の
開
始

（

〃

）

二
九

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
公

告

（
東
松
山
県
土
）

二
九

○

〃

（
杉
戸
県
土
）

二
九

○

〃

（

〃

）

三
〇

○

〃

（

〃

）

三
〇

○
埼
玉
県
教
育
委
員
会
定
例
会
の
招
集

（
教
委
・
総
務
課
）

三
〇

埼玉県発行

麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
年
八
月
一
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

埼
玉
県
規
則
第
七
十
四
号

麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
九
年
埼
玉
県
規
則
第
十
五
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
を
削
り
、
第
六
条
の
見
出
し
中
「
入
院
費
」
を
「
費
用
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中

「
費
用
」
の
下
に
「
（
以
下
「
費
用
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
被
保
護
者

で
あ
る
」
を
「
保
護
又
は
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の

支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
に
よ
る
支
援
給
付
を
受
け
て
い
る
」
に
改

め
、
同
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
、
同
条
を
第
七
条
と
す
る
。

２

知
事
は
、
前
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
費
用
の
徴
収
額
を
決
定
し
た
と
き
は
、
様
式
第
十
号
の

費
用
徴
収
額
決
定
通
知
書
に
よ
り
被
徴
収
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

－１－
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第
五
条
中
「
前
条
第
二
項
」
を
「
第
四
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
六
条
と
す
る
。

第
四
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
保
管
証
の
交
付
）

第
五
条

法
第
五
十
八
条
の
十
一
の
規
定
に
よ
り
措
置
入
院
者
の
所
持
品
を
保
管
す
る
当
該
職
員

は
、
当
該
措
置
入
院
者
に
様
式
第
九
号
の
保
管
証
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

本
則
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
徴
収
額
の
減
免
）

第
八
条

知
事
は
、
災
害
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
条
第
一
項

本
文
の
規
定
に
よ
る
費
用
の
徴
収
額
を
減
額
し
、
又
は
当
該
徴
収
に
係
る
納
付
の
義
務
を
免
除
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
減
額
又
は
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
十
一
号
の
費
用
徴

収
額
減
免
申
請
書
に
そ
の
事
実
を
証
明
す
る
書
類
を
添
え
て
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。別

表
中
「
第
六
条
関
係
」
を
「
第
七
条
関
係
」
に
、
「
入
院
に
要
し
た
費
用
の
徴
収
額
（
月

額
）
」
を
「
費
用
の
徴
収
額
（
月
額
）
」
に
、
「
一
五
○
万
円
」
を
「
一
四
七
万
円
」
に
、
「
費

用
の
額
」
を
「
医
療
費
の
額
」
に
改
め
、
同
表
の
備
考
二
中
「
入
院
に
要
し
た
」
を
削
る
。

「
（あ

て
先

）

様
式
第
三
号
中
「埼

玉
県
知
事

様

」
を

埼
玉
県
知
事

」

に
、
「診

察
依
頼
の
あ
つ
た
次
の
者

」
を
「に

診
察
依
頼
の
あ
つ
た
者

」
に
改
め
る
。

様
式
第
九
号
中
「第

７
条
関
係

」
を
「第

５
条
関
係

」
に
改
め
、
同
様
式
の
次
に
次
の
二
様
式

を
加
え
る
。

－２－
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附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
別
表
の
規
定
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
以
後
の
費
用
の
徴
収
額
か
ら
適
用
し
、

同
日
前
の
費
用
の
徴
収
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

埼
玉
県
温
泉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
年
八
月
一
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

埼
玉
県
規
則
第
七
十
五
号

埼
玉
県
温
泉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

第
一
条

埼
玉
県
温
泉
法
施
行
細
則
（
平
成
十
四
年
埼
玉
県
規
則
第
六
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
可
燃
性
天
然
ガ
ス
濃
度
確
認
済
書
）

第
七
条
の
二

知
事
は
、
温
泉
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
二
十
一

号
）
附
則
第
六
条
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
同
法
に
よ
る
改
正
後
の
法
第
十

四
条
の
五
第
一
項
の
確
認
を
し
た
と
き
は
、
様
式
第
七
号
の
二
の
確
認
済
書
を
交
付
す
る
も

の
と
す
る
。

第
十
一
条
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

十
四

温
泉
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
六
条
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ

れ
る
省
令
第
六
条
の
七
第
一
項
の
可
燃
性
天
然
ガ
ス
の
濃
度
の
確
認
申
請
書

様
式
第
二

十
四
号

十
五

温
泉
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
六
条
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ

れ
る
省
令
第
六
条
の
八
第
一
項
の
可
燃
性
天
然
ガ
ス
の
濃
度
の
確
認
を
受
け
た
地
位
の
承

継
の
届
出
書

様
式
第
二
十
五
号

様
式
第
七
号
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

－３－
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様
式
第
二
十
三
号
の
次
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。

－４－
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第
二
条

埼
玉
県
温
泉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
及
び
第
三
条
中
「
第
十
一
条
第
二
項
」
の
下
に
「
又
は
第
三
項
」
を
加
え
る
。

第
十
二
条
中
「
動
力
の
装
置
」
の
下
に
「
、
温
泉
の
採
取
」
を
加
え
、
同
条
を
第
十
七
条
と

す
る
。

第
十
一
条
第
一
号
中
「
様
式
第
十
一
号
」
を
「
様
式
第
十
六
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中

「
様
式
第
十
二
号
」
を
「
様
式
第
十
七
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
様
式
第
十
三
号
」
を

「
様
式
第
十
八
号
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
中
「
様
式
第
十
四
号
」
を
「
様
式
第
十
九
号
」
に

改
め
、
同
条
第
五
号
中
「
様
式
第
十
五
号
」
を
「
様
式
第
二
十
号
」
に
改
め
、
同
条
第
十
四
号

及
び
第
十
五
号
を
削
り
、
同
条
第
十
三
号
中
「
様
式
第
二
十
三
号
」
を
「
様
式
第
三
十
六
号
」

に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
二
十
一
号
と
し
、
同
条
第
十
二
号
中
「
様
式
第
二
十
二
号
」
を
「
様

式
第
三
十
五
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
二
十
号
と
し
、
同
条
第
十
一
号
中
「
様
式
第
二
十

一
号
」
を
「
様
式
第
三
十
四
号
」
に
改
め
、同
号
を
同
条
第
十
九
号
と
し
、同
条
第
十
号
中
「
様

式
第
二
十
号
」
を
「
様
式
第
三
十
三
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
十
八
号
と
し
、
同
条
第
九

号
中
「
様
式
第
十
九
号
」
を
「
様
式
第
三
十
二
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
十
七
号
と
し
、

同
条
第
八
号
中
「
様
式
第
十
八
号
」
を
「
様
式
第
三
十
一
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
十
六

号
と
し
、
同
条
第
七
号
中
「
様
式
第
十
七
号
」
を
「
様
式
第
二
十
三
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同

条
第
八
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
七
号
を
加
え
る
。

九

省
令
第
六
条
の
二
第
一
項
の
温
泉
の
採
取
の
許
可
申
請
書

様
式
第
二
十
四
号

十

省
令
第
六
条
の
四
第
一
項
の
温
泉
の
採
取
の
許
可
を
受
け
た
地
位
の
承
継
承
認
申
請
書

様
式
第
二
十
五
号

十
一

省
令
第
六
条
の
五
第
一
項
の
温
泉
の
採
取
の
許
可
を
受
け
た
地
位
の
承
継
承
認
申
請

書

様
式
第
二
十
六
号

十
二

省
令
第
六
条
の
七
第
一
項
の
可
燃
性
天
然
ガ
ス
の
濃
度
の
確
認
申
請
書

様
式
第
二

十
七
号

十
三

省
令
第
六
条
の
八
第
一
項
の
可
燃
性
天
然
ガ
ス
の
濃
度
の
確
認
を
受
け
た
地
位
の
承

継
の
届
出
書

様
式
第
二
十
八
号

十
四

省
令
第
六
条
の
十
第
一
項
の
温
泉
の
採
取
の
た
め
の
施
設
等
の
変
更
許
可
申
請
書

様
式
第
二
十
九
号

十
五

省
令
第
六
条
の
十
一
第
一
項
の
温
泉
の
採
取
事
業
の
廃
止
の
届
出
書

様
式
第
三
十

号
第
十
一
条
第
六
号
中
「
第
五
条
」
を
「
第
五
条
第
一
項
」
に
、
「
様
式
第
十
六
号
」
を
「
様

式
第
二
十
二
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
七
号
と
し
、
同
条
第
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加

－５－
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増
掘
又
は
動
力
装
置
の
目

増
掘
（
動
力
装
置
）
の
目
的

的
種

類

出
力

動
力
装
置

え
、
同
条
を
第
十
六
条
と
す
る
。

六

省
令
第
四
条
の
三
第
一
項
の
掘
削
又
は
増
掘
の
た
め
の
施
設
等
の
変
更
許
可
申
請
書

様
式
第
二
十
一
号

第
十
条
中
「
様
式
第
十
号
」
を
「
様
式
第
十
五
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
五
条
と
す
る
。

第
九
条
中
「
様
式
第
九
号
」
を
「
様
式
第
十
四
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
四
条
と
す
る
。

第
八
条
中
「
様
式
第
八
号
」
を
「
様
式
第
十
三
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
三
条
と
す
る
。

第
七
条
の
二
を
削
る
。

第
七
条
中
「
様
式
第
七
号
」
を
「
様
式
第
十
二
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
二
条
と
す
る
。

第
六
条
中
「
様
式
第
六
号
」
を
「
様
式
第
十
一
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
一
条
と
す
る
。

第
五
条
中
「
様
式
第
五
号
」
を
「
様
式
第
十
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
条
と
す
る
。

第
四
条
中
「
様
式
第
四
号
」
を
「
様
式
第
五
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
五
条
と
し
、
同
条
の

次
に
次
の
四
条
を
加
え
る
。

（
温
泉
採
取
許
可
書
）

第
六
条

知
事
は
、
法
第
十
四
条
の
二
第
一
項
の
許
可
を
し
た
と
き
は
、
様
式
第
六
号
の
許
可

書
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
温
泉
採
取
の
許
可
を
受
け
た
地
位
の
承
継
承
認
書
）

第
七
条

知
事
は
、
法
第
十
四
条
の
三
第
一
項
又
は
第
十
四
条
の
四
第
一
項
の
承
認
を
し
た
と

き
は
、
様
式
第
七
号
の
承
認
書
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
可
燃
性
天
然
ガ
ス
濃
度
確
認
済
書
）

第
八
条

知
事
は
、
法
第
十
四
条
の
五
第
一
項
の
確
認
を
し
た
と
き
は
、
様
式
第
八
号
の
確
認

済
書
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
温
泉
採
取
の
た
め
の
施
設
等
の
変
更
許
可
書
）

第
九
条

知
事
は
、
法
第
十
四
条
の
七
第
一
項
の
許
可
を
し
た
と
き
は
、
様
式
第
九
号
の
許
可

書
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

第
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
掘
削
又
は
増
掘
の
た
め
の
施
設
等
の
変
更
許
可
書
）

第
四
条

知
事
は
、
法
第
七
条
の
二
第
一
項
（
法
第
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
許
可
を
し
た
と
き
は
、
様
式
第
四
号
の
許
可
書
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

様
式
第
二
号
及
び
様
式
第
三
号
中
「第

１
１
条
第
２
項

」
の
次
に
「
（第

３
項

）
」
を
加
え

る
。様

式
第
二
十
四
号
及
び
様
式
第
二
十
五
号
を
削
る
。

様
式
第
二
十
三
号
中
「第

１
１
条
関
係

」
を
「第

１
６
条
関
係

」
に
、
「埼

玉
県
知
事

「
（あ

て
先

）

様

」
を

に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
三

埼
玉
県
知
事

」

十
六
号
と
す
る
。

様
式
第
二
十
二
号
中
「第

１
１
条
関
係

」
を
「第

１
６
条
関
係

」
に
、
「埼

玉
県
知
事

「
（あ

て
先

）

様

」
を

に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
三

埼
玉
県
知
事

」

十
五
号
と
す
る
。

様
式
第
二
十
一
号
中
「第

１
１
条
関
係

」
を
「第

１
６
条
関
係

」
に
、
「埼

玉
県
知
事

「
（あ

て
先

）

様

」
を

に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
三
十
四
号
と
す

埼
玉
県
知
事

」

る
。様

式
第
二
十
号
中
「第

１
１
条
関
係

」
を
「第

１
６
条
関
係

」
に
、
「埼

玉
県
知
事

「
（あ

て
先

）

様

」
を

に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
三
十

埼
玉
県
知
事

」

三
号
と
す
る
。

様
式
第
十
九
号
中
「第

１
１
条
関
係

」
を
「第

１
６
条
関
係

」
に
、
「埼

玉
県
知
事

「
（あ

て
先

）

様

」
を

に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
三
十

埼
玉
県
知
事

」

二
号
と
す
る
。

様
式
第
十
八
号
中
「第

１
１
条
関
係

」
を
「第

１
６
条
関
係

」
に
、
「埼

玉
県
知
事

「
（あ

て
先

）

様

」
を

に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
三
十

埼
玉
県
知
事

」

一
号
と
す
る
。

様
式
第
十
七
号
中
「第

１
１
条
関
係

」
を
「第

１
６
条
関
係

」
に
、
「埼

玉
県
知
事

「
（あ

て
先

）

様

」
を

に
、

埼
玉
県
知
事

」

を

に
、

－６－

第����号平成��年�月�日（金曜日）



種
類

出
力

増
掘
に
あ
っ
て
は
、

主
要
な

設
備
の
構
造
及
び
能
力

動
力
装
置

を
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
二
十
三
号

と
し
、
同
様
式
の
次
に
次
の
七
様
式
を
加
え
る
。

－７－

第����号平成��年�月�日（金曜日）



－８－

第����号平成��年�月�日（金曜日）



－９－

第����号平成��年�月�日（金曜日）



－１０－

第����号平成��年�月�日（金曜日）



様
式
第
十
六
号
中
「第

１
１
条
関
係

」
を
「第

１
６
条
関
係

」
に
、
「埼

玉
県
知
事

「
（あ

て
先

）

様

」
を

に
改
め
、
「第

１
１
条
第
２
項

」

埼
玉
県
知
事

」

の
次
に
「
（第

３
項

）
」
を
加
え
、
同
様
式
を
様
式
第
二
十
二
号
と
す
る
。

様
式
第
十
五
号
中
「第

１
１
条
関
係

」
を
「第

１
６
条
関
係

」
に
、
「埼

玉
県
知
事

「
（あ

て
先

）

様
」
を

に
改
め
、
「第

１
１
条
第
２
項

」

埼
玉
県
知
事

」

の
次
に
「
（第

３
項

）
」
を
加
え
、
同
様
式
を
様
式
第
二
十
号
と
し
、
同
様
式
の
次
に
次
の
一

様
式
を
加
え
る
。

－１１－

第����号平成��年�月�日（金曜日）



口深
ゆ
う
出
路

径さ

口深

主
要

な
設

構
造

及
び

ゆ
う
出
路

径さ

備
の

能
力

氏

温
泉
成
分

関
し
て
有

温
泉
成
分
分
析

及
び
研
究
成

そ
の
他
参
考
と

分析責任者

名

分
析
業
務
に

す
る

資
格

に
関
す
る
経
験

果
の

概
要

な
る
べ
き
事
項

氏
名

温
泉

成
分

分
析

業
務

に

関
し

て
有

す
る

資
格

温
泉
成
分
分
析
に
関
す
る
経
験

及
び

研
究

成
果

の
概

要

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

分析責任者

様
式
第
十
四
号
中
「第

１
１
条
関
係

」
を
「第

１
６
条
関
係

」
に
、
「埼

玉
県
知
事

「
（あ

て
先

）

様

」
を

に
改
め
、
「第

１
１
条
第
２
項

」

埼
玉
県
知
事

」

の
次
に
「
（第

３
項

）
」
を
加
え
、
同
様
式
を
様
式
第
十
九
号
と
す
る
。

様
式
第
十
三
号
中
「第

１
１
条
関
係

」
を
「第

１
６
条
関
係

」
に
、
「埼

玉
県
知
事

「
（あ

て
先

）

様
」
を

に
改
め
、
「第

１
１
条
第
２
項

」

埼
玉
県
知
事

」

の
次
に
「
（第

３
項

）
」
を
加
え
、
同
様
式
を
様
式
第
十
八
号
と
す
る
。

様
式
第
十
二
号
中
「第

１
１
条
関
係

」
を
「第

１
６
条
関
係

」
に
、
「埼

玉
県
知
事
「
（あ

て
先

）
様

」
を

に
、

埼
玉
県
知
事

」

を
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十

七
号
と
す
る
。

様
式
第
十
一
号
中
「第

１
１
条
関
係

」
を
「第

１
６
条
関
係

」
に
、
「埼

玉
県
知
事

「（あ
て
先

）

様

」
を

に
、

埼
玉
県
知
事

」

を

に
改
め
、
同

様
式
を
様
式
第
十
六
号
と
す
る
。

様
式
第
十
号
中
「第

１
０
条
関
係

」
を
「第

１
５
条
関
係

」
に
、
「埼

玉
県
知
事

「
（あ

て
先

）

様

」
を

に
、
「第

１
０
条
の

」
を
「第

１
５

埼
玉
県
知
事

」

条
の

」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十
五
号
と
す
る
。

様
式
第
九
号
中
「第

９
条
関
係

」
を
「第

１
４
条
関
係

」
に
、
「埼

玉
県
知
事

「
（あ

て
先

）

様

」
を

に
、
「第

９
条
の

」
を
「第

１
４
条
の

埼
玉
県
知
事

」

」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十
四
号
と
す
る
。

様
式
第
八
号
中
「第

８
条
関
係

」
を
「第

１
３
条
関
係

」
に
、
「埼

玉
県
知
事

「
（あ

て
先

）

様
」
を

に
、
「第

８
条
の

」
を
「第

１
３
条
の

埼
玉
県
知
事

」

」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十
三
号
と
す
る
。

様
式
第
七
号
の
二
を
削
る
。

－１２－

第����号平成��年�月�日（金曜日）



様
式
第
七
号
中
「第

７
条
関
係

」
を
「第

１
２
条
関
係

」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十
二

号
と
す
る
。

様
式
第
六
号
中
「第

６
条
関
係

」
を
「第

１
１
条
関
係

」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十
一

号
と
す
る
。

様
式
第
五
号
中
「第

５
条
関
係

」
を
「第

１
０
条
関
係

」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十
号

と
す
る
。

様
式
第
四
号
中
「第

４
条
関
係

」
を
「第

５
条
関
係

」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
五
号
と

し
、
同
様
式
の
次
に
次
の
四
様
式
を
加
え
る
。

－１３－

第����号平成��年�月�日（金曜日）



－１４－

第����号平成��年�月�日（金曜日）



様
式
第
三
号
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

－１５－

第����号平成��年�月�日（金曜日）
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附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
の
規
定
は
、
公
布

の
日
か
ら
施
行
す
る
。

埼
玉
県
告
示
第
千
三
十
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律

第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り

定
款
の
変
更
の
認
証
を
受
け
よ
う
と
す
る
特
定

非
営
利
活
動
法
人
か
ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書

が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て

準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
す
る
。

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
変
更
後
の
定
款
を

申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
県
民
生
活
部

Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
及
び
埼
玉
県
南
西
部
地
域

振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法
並
び

に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉

県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http
://

w
w
w
.saitam

aken-npo.net/

））に
よ
り
縦
覧

に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
八
月
一
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
年
七
月
十
五
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
志
木
総
合
型
地
域

ス
ポ
ー
ツ
・
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
ク
ラ
ブ

三

代
表
者
の
氏
名

増
田

三
枝
子

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

埼
玉
県
志
木
市
柏
町
三
丁
目
九
番
六
十
七

―
三
百
十
六
号

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
ス
ポ
ー
ツ
・
レ
ク
リ
エ
ー

シ
ョ
ン
及
び
文
化
活
動
を
求
め
る
す
べ
て
の

人
に
対
し
て
、
参
画
を
促
し
、
ス
ポ
ー
ツ
・

レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
及
び
文
化
活
動
を
実
施

し
、
も
っ
て
、
明
る
く
、
豊
か
で
、
潤
い
の

あ
る
地
域
社
会
の
形
成
及
び
生
涯
ス
ポ
ー
ツ

・
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
振
興
に
寄
与
す
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
。

埼
玉
県
告
示
第
千
三
十
一
号

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定

の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を

決
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
年
八
月
一
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

１
購
入
等
件
名
及
び
数
量

埼
玉
県
庁
舎
及
び
そ
の
敷
地
内
で
使
用
す

る
電
気
予
定
使
用
電
力
量
１２
，６００
，０００
キ

ロ
ワ
ッ
ト
時

２
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の

名
称
及
び
所
在
地

埼
玉
県
総
務
部
管
財
課
電
気
施
設
担
当

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
３
丁
目
１５

番
１
号

３
落
札
者
を
決
定
し
た
日

平
成
２０
年
５
月
２９
日

４
落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

東
京
電
力
株
式
会
社
東
京
都
千
代
田
区

内
幸
町
１
丁
目
１
番
３
号

５
落
札
金
額

１８７
，５３１
，５００
円

６
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

７
入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

平
成
２０
年
４
月
１１
日

埼
玉
県
告
示
第
千
三
十
二
号

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
五
第
一
項
及
び
第

百
六
十
七
条
の
十
一
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
二
十
一
年
度
及
び
平
成
二
十
二
年
度
に
お

い
て
県
が
発
注
す
る
物
品
の
買
入
れ
、
売
払
い
及
び
借
入
れ
、
印
刷
の
請
負
並
び
に
電
子
計
算
に

関
す
る
業
務
、
建
築
物
の
管
理
に
関
す
る
業
務
並
び
に
催
物
、
映
画
及
び
広
告
の
企
画
・
製
作
並

び
に
そ
の
他
業
務
の
委
託
の
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
又
は
指
名
競
争
入
札
（
以
下
「
競
争
入

札
」
と
い
う
。）
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
等
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
定
め
た
。

平
成
二
十
年
八
月
一
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

業
種
区
分
及
び
物
品
等
の
種
類

業
種
区
分
及
び
物
品
等
の
種
類
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

業

種

区

分

物

品

等

の

種

類

イ

物
品
の
販
売

Ｏ
Ａ
機
器
・
用
品

文
具
・
事
務
機
器
・
用
品

書
籍

家
具

ち
ゅ
う

室
内
装
備
品
（
屋
内
装
飾
品
）

厨
房
機
器

建
具

舞
台
装

置

寝
具
類

車
輌
・
船
舶
・
バ
イ
ク
・
自
転
車

自
動
車
用

品

燃
料
類

医
療
機
器

医
療
用
薬
品

介
護
機
器

測
量
機

器

理
化
学
機
器

光
学
機
器
・
時
計

空
調
冷
暖
房
機
器

家

電
製
品

視
聴
覚
機
器

通
信
放
送
機
器

工
作
機
械
類

農
業

・
建
設
機
械
類

そ
の
他
機
械
器
具

教
育
用
教
材
等

遊
具

類

衣
類
・
帽
子
・
靴

消
防
・
防
災
・
防
犯
用
品

ス
ポ
ー
ツ

用
品

楽
器

記
章
・
カ
ッ
プ
・
美
術
工
芸
品

看
板
・
標
識
・

旗
・
環
境
美
化
用
品

食
料
品

肥
料
・
飼
料
・
農
薬

動
植
物

－１６－
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・
用
品

金
物
類

工
業
用
薬
品

建
設
資
材
・
部
材
・
材
料

品

百
貨
店
・
ギ
フ
ト
店

そ
の
他
百
貨

ロ

物
品
の
買
受

け

鉄
・
非
鉄
く
ず

紙
・
繊
維
く
ず

自
動
車

機
械

事
務
機

器

そ
の
他
買
受
け

ハ

物
品
の
賃
貸

Ｏ
Ａ
機
器
・
用
品

事
務
機
器

書
籍

家
具

室
内
装
備
品

ち
ゅ
う

（
屋
内
装
飾
品
）

厨
房
機
器

建
具

舞
台
装
置

寝
具
類

車
輌
・
船
舶
・
バ
イ
ク
・
自
転
車

自
動
車
用
品

医
療
機
器

介
護
機
器

測
量
機
器

理
化
学
機
器

光
学
機
器
・
時
計

空

調
冷
暖
房
機
器

家
電
製
品

視
聴
覚
機
器

通
信
放
送
機
器

工
作
機
械
類

農
業
・
建
設
機
械
類

そ
の
他
機
械
器
具

教
育

用
教
材
等

遊
具
類

衣
類
・
帽
子
・
靴

消
防
・
防
災
・
防
犯

用
品

ス
ポ
ー
ツ
用
品

楽
器

美
術
工
芸
品

看
板
・
標
識
・

旗
・
環
境
美
化
用
品

動
植
物
・
用
品

金
物
類

部
材
・
材
料

品

そ
の
他
百
貨

ニ

印
刷
の
請
負

一
般
印
刷

シ
ー
ル
・
ラ
ベ
ル
印
刷

フ
ォ
ー
ム
印
刷

封
筒
印

刷

そ
の
他
印
刷

製
本

ホ

電
子
計
算
に

関
す
る
業
務

デ
ー
タ
エ
ン
ト
リ
ー

フ
ァ
シ
リ
テ
ィ
・
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト

ソ

フ
ト
ウ
エ
ア
等
セ
ッ
ト
ア
ッ
プ

シ
ス
テ
ム
分
析

シ
ス
テ
ム
開

は
ん

発
（
汎
用
機
系
）

シ
ス
テ
ム
開
発
（
Ｐ
Ｃ
・
Ｃ
Ｓ
Ｓ
系
）

ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
設
計
・
構
築

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム

運
用
・
保
守

Ｇ
Ｉ
Ｓ
関
連
業
務

画
像
処
理
関
連
業
務

Ｃ
Ａ

Ｄ
／
Ｃ
Ａ
Ｍ
関
連
業
務

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
シ
ス
テ
ム
関
連
業

務

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
関
連
業
務

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
技
術
教
育

電

子
媒
体
作
成
関
連
業
務

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
関
連
業
務

デ
ー
タ
ベ

ー
ス
サ
ー
ビ
ス

そ
の
他
電
算
業
務

ヘ

建
築
物
の
管

理
に
関
す
る
業

務

１

管
理
業
務

清
掃

人
間
警
備

機
械
警
備

環
境
測
定

殺
虫
・
消

毒

駐
車
場
管
理

２

運
転
業
務

受
変
電
・
非
常
電
源
・
負
荷

通
信
設
備

空
調
機
械

ボ

イ
ラ
ー

冷
凍
機

給
排
水
衛
生
設
備

電
話
交
換

３

点
検
・
検
査
業
務

受
変
電
・
非
常
電
源
・
負
荷

通
信
設
備

空
調
機
械

ボ

イ
ラ
ー

冷
凍
機

上
水
槽
清
掃

給
排
水
設
備

ガ
ス
設
備

浄
化
槽
保
守
点
検

浄
化
槽
清
掃

搬
送
運
搬
設
備

防
災

設
備

４

廃
棄
物
処
理
業
務

一
般
廃
棄
物

産
業
廃
棄
物

ト

催
物
、
映
画

及
び
広
告
の
企

画
・
製
作
並
び

に
そ
の
他
役
務

催
物
の
企
画
・
運
営
等
関
連
業
務

催
物
の
会
場
設
営
業
務

展

示
等
関
連
業
務

音
響
・
舞
台
照
明
等
関
連
業
務

製
作
等
関
連

業
務

そ
の
他
催
物
関
連
業
務

映
画
又
は
ビ
デ
オ
制
作

広
告

代
理

写
真
撮
影

旅
行
代
理
業
務

庁
内
文
書
集
配
・
発
送
業

務

封
入
及
び
封
か
ん
業
務

テ
ー
プ
版
・
点
字
版
発
行
業
務

県
施
設
に
お
け
る
給
食
業
務

県
施
設
に
お
け
る
洗
濯
業
務

市

場
調
査
業
務

世
論
調
査
業
務

広
報
紙
新
聞
折
り
込
み
及
び
配

布

統
計
書
類
の
受
入
・
保
管
・
配
送
業
務

県
施
設
に
お
け
る

中
央
材
料
室
業
務

そ
の
他
業
務

二

競
争
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者

イ

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
特
別
の
理
由
が
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
競
争
入
札

に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

�

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
（
同
令
第
百
六
十
七
条
の
十
一
第
一

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に
該
当
す
る
者

�

十
一
ホ
又
は
へ
に
該
当
す
る
こ
と
に
よ
り
資
格
を
取
り
消
さ
れ
、
当
該
取
消
し
の
日
か

ら
三
年
を
経
過
し
な
い
者

ロ

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
知
事
が
別
に
定
め
る
期
間
、
競
争
入
札
に
参
加
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
者
を
代
理
人
、
支
配
人
そ
の
他
の
使
用
人
又
は
入
札
代
理
人
と
し

て
使
用
す
る
者
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

�

契
約
の
履
行
に
当
た
り
、
故
意
に
工
事
若
し
く
は
製
造
を
粗
雑
に
し
、
又
は
物
件
の
品

質
若
し
く
は
数
量
に
関
し
て
不
正
の
行
為
を
し
た
者

�

競
争
入
札
又
は
せ
り
売
り
に
お
い
て
、
そ
の
公
正
な
執
行
を
妨
げ
た
者
又
は
公
正
な
価

格
の
成
立
を
害
し
、
若
し
く
は
不
正
の
利
益
を
得
る
た
め
に
連
合
し
た
者

�

落
札
者
が
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
又
は
契
約
者
が
契
約
を
履
行
す
る
こ
と
を
妨
げ
た
者

�

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
三
十
四
条
の
二
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
監
督
又
は
検
査
の
実
施
に
当
た
り
職
員
の
職
務
の
執
行
を
妨
げ
た
者

�

正
当
な
理
由
が
な
く
契
約
を
履
行
し
な
か
っ
た
者

�

そ
の
他
契
約
の
相
手
方
と
し
て
不
適
当
と
認
め
ら
れ
る
者

三

競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

－１７－
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イ

競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
（
以
下
「
資
格
」
と
い
う
。）
は
、
履
行
能
力

に
基
づ
き
、
契
約
の
種
類
及
び
予
定
金
額
に
応
じ
て
Ａ
、
Ｂ
及
び
Ｃ
の
三
等
級
に
区
分
し
て

定
め
る
。

ロ

個
々
の
履
行
能
力
の
審
査
（
以
下
「
資
格
審
査
」
と
い
う
。）
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に

つ
い
て
行
う
。

�

売
上
額

�

経
営
規
模

�

自
己
資
本
の
額

�

機
械
設
備
の
額
（
印
刷
の
請
負
契
約
に
係
る
資
格
審
査
に
限
り
適
用
す
る
。）

�

従
業
員
の
数

�

経
営
状
況

�

流
動
比
率

�

経
営
資
本
回
転
率

�

従
業
員
一
人
当
た
り
の
売
上
額
（
建
築
物
の
管
理
に
関
す
る
業
務
の
委
託
契
約
に
係
る

資
格
審
査
に
つ
い
て
は
除
く
。）

�

営
業
期
間

�

障
害
者
雇
用
状
況

�

環
境
配
慮
状
況

ハ

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
特
別
の
理
由
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
イ
に
定
め
る
資

格
を
有
し
な
い
も
の
と
す
る
。

�

登
録
、
免
許
、
許
可
等
を
営
業
の
要
件
と
す
る
営
業
種
目
に
つ
い
て
、
当
該
登
録
、
免

許
、
許
可
等
を
受
け
て
い
な
い
者

�

申
請
日
前
二
年
間
に
お
い
て
、
振
り
出
し
た
手
形
又
は
小
切
手
が
不
渡
り
と
な
り
、
銀

行
当
座
取
引
を
停
止
さ
れ
て
い
る
者

四

資
格
審
査
の
申
請
方
法

イ

資
格
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
「
申
請
者
」
と
い
う
。）
は
、
電
子
情
報
処
理

組
織
（
知
事
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
（
入
出
力
装
置
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）
と
申
請

者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い

う
。
以
下
同
じ
。）
を
使
用
し
た
物
品
等
競
争
入
札
参
加
資
格
登
録
申
請
（
以
下
「
電
子
申

請
」
と
い
う
。）
を
知
事
に
対
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ロ

申
請
者
は
、
電
子
申
請
後
、
受
付
票
を
印
刷
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ハ

申
請
者
は
、
電
子
申
請
後
、
直
ち
に
次
に
掲
げ
る
書
類
（
以
下
「
提
出
書
類
」
と
い
う
。）

を
郵
送
等
に
よ
り
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
お
、
提
出
書
類
到
達
後
に
資
格
審
査
を
開
始
す
る
。

�

受
付
票

�

申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
は
、
登
記
事
項
証
明
書
の
写
し
（
履
歴
事
項
全
部
証
明
書

又
は
現
在
事
項
全
部
証
明
書
）

�

申
請
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
は
、
身
分
証
明
書
の
写
し
（
市
区
町
村
長
が
発
行
し
た
も

の
に
限
る
。）

�

申
請
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
は
、
後
見
登
記
等
フ
ァ
イ
ル
に
成
年
被
後
見
人
、
被
保
佐

人
又
は
被
補
助
人
と
す
る
記
録
が
な
い
こ
と
の
証
明
書
の
写
し
（
被
補
助
人
に
あ
っ
て

は
、
後
見
登
記
等
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
の
証
明
書
）

�

申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
は
、
決
算
報
告
書
（
申
請
日
の
直
前
一
年
間
の
事
業
年
度

の
決
算
に
関
す
る
も
の
。
た
だ
し
、
申
請
日
時
点
で
、
法
人
設
立
後
一
年
に
満
た
な
い
も

の
に
あ
っ
て
は
、
提
出
可
能
な
決
算
に
関
す
る
も
の
）

�

申
請
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
は
、
所
得
税
確
定
申
告
書
等
の
写
し
（
申
請
日
の
直
前
一

年
間
の
申
告
に
係
る
も
の
）

�

事
業
税
の
納
税
証
明
書
の
写
し
（
申
請
日
の
直
前
一
年
間
の
事
業
年
度
に
お
け
る
埼
玉

県
内
の
事
業
所
に
係
る
も
の
）

�

消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
の
納
税
証
明
書
の
写
し

	

営
業
経
歴
書
（
創
業
時
か
ら
現
在
ま
で
の
営
業
経
歴
を
記
載
し
た
も
の
）




障
害
者
雇
用
状
況
報
告
書
の
写
し
（
従
業
員
数
が
五
十
六
人
以
上
で
、
障
害
者
法
定
雇

用
率
を
達
成
し
て
い
る
事
業
者
の
み
必
要
と
す
る
。）

�

障
害
者
雇
用
の
証
明
書
（
障
害
者
雇
用
状
況
報
告
書
の
提
出
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
な

い
事
業
者
で
障
害
者
雇
用
を
行
っ
て
い
る
場
合
の
み
必
要
と
す
る
。）

�

Ｉ
Ｓ
Ｏ
１
４
０
０
１
認
証
取
得
登
録
証
又
は
埼
玉
県
エ
コ
ア
ッ
プ
認
証
書
の
写
し
（
認

証
を
受
け
て
い
る
場
合
の
み
必
要
と
す
る
。）



委
任
状
（
入
札
、
契
約
、
代
金
の
請
求
又
は
受
領
等
を
代
理
人
に
委
任
す
る
場
合
の
み

必
要
と
す
る
。）

�

登
録
証
明
書
等
の
写
し
（
営
業
が
登
録
、
免
許
、
許
可
等
を
要
件
と
し
て
い
る
場
合
の

み
必
要
と
す
る
。）

�

申
請
者
が
被
補
助
人
、
被
保
佐
人
又
は
未
成
年
者
で
あ
る
場
合
は
、
契
約
締
結
の
た
め

に
必
要
な
同
意
を
し
て
い
る
者
が
発
行
す
る
同
意
書

五

電
子
申
請
等
に
用
い
る
言
語
等
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イ

電
子
申
請
は
、日
本
語
で
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。電
子
申
請
に
使
用
で
き
る
漢
字
は
、

Ｊ
Ｉ
Ｓ
第
一
水
準
及
び
第
二
水
準
と
す
る
。
申
請
内
容
に
お
い
て
こ
れ
以
外
の
漢
字
を
使
用

し
て
い
る
場
合
は
、
申
請
可
能
な
他
の
漢
字
又
は
ひ
ら
が
な
に
置
き
換
え
る
も
の
と
す
る
。

な
お
、
提
出
書
類
で
外
国
語
で
記
載
し
て
あ
る
も
の
は
、
日
本
語
の
訳
文
を
付
記
し
、
又
は

添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ロ

電
子
申
請
の
金
額
表
示
は
、
日
本
国
通
貨
で
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
お
、
提
出
書
類
で
外
国
貨
幣
で
表
示
し
て
あ
る
も
の
は
、
日
本
国
通
貨
に
換
算
し
た
も

の
を
付
記
し
、
又
は
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
た
、
日
本
国
通
貨
へ
の
換
算
に
当
た
っ
て
は
、
出
納
官
吏
事
務
規
程
（
昭
和
二
十
二
年

大
蔵
省
令
第
九
十
五
号
）
第
十
六
条
に
規
定
す
る
外
国
貨
幣
換
算
率
の
例
に
よ
る
も
の
と
す

る
。

六

資
格
審
査
の
受
付
期
間

資
格
審
査
の
受
付
は
、
平
成
二
十
年
八
月
二
十
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
二
月
二
十
日
ま
で
の

間
に
定
期
受
付
を
行
う
。

な
お
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
一
日
ま
で
の
間
も
、
随
時

受
付
を
行
う
が
、
資
格
者
と
し
て
登
録
さ
れ
た
日
（
以
下
「
資
格
登
録
日
」
と
い
う
。）
か
ら

有
効
に
な
る
た
め
、
希
望
す
る
調
達
案
件
の
入
札
に
間
に
合
わ
な
い
こ
と
が
あ
る
。

七

資
料
等
の
請
求

知
事
は
、
資
格
審
査
に
関
し
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
資
料
の
提
出
若
し
く
は
提

示
又
は
説
明
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

八

申
請
者
へ
の
通
知

知
事
は
、
資
格
審
査
の
結
果
を
、
当
該
申
請
者
に
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
通
知
す

る
も
の
と
す
る
。

九

資
格
の
有
効
期
間

イ

定
期
受
付
に
よ
る
資
格

定
期
受
付
に
よ
る
資
格
の
有
効
期
間
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
又
は
同
年
五
月
一
日

か
ら
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。

ロ

随
時
受
付
に
よ
る
資
格

随
時
受
付
に
よ
る
資
格
の
有
効
期
間
は
、
資
格
登
録
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一

日
ま
で
と
す
る
。

十

変
更
等
の
届
出

電
子
申
請
後
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
、
営
業
を
休
止
し
、
若
し
く
は

廃
止
し
た
場
合
又
は
営
業
の
停
止
命
令
を
受
け
た
場
合
は
、
速
や
か
に
そ
の
旨
を
電
子
情
報
処

理
組
織
等
を
使
用
し
て
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

イ

商
号
又
は
名
称

ロ

代
表
者
又
は
代
理
人

ハ

所
在
地
（
代
理
人
の
所
在
地
を
含
む
。）

ニ

印
鑑
（
実
印
、
使
用
印
又
は
代
理
人
印
）

ホ

資
本
金

ヘ

電
話
番
号
又
は
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
番
号

ト

登
録
、
免
許
、
許
可
等
に
関
す
る
事
項

チ

障
害
者
雇
用
状
況

リ

環
境
配
慮
状
況

十
一

資
格
の
取
消
し

知
事
は
、
競
争
入
札
参
加
資
格
者
が
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
資
格
を

取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

イ

二
イ
�
又
は
ロ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
な
っ
た
と
き
。

ロ

営
業
に
関
し
必
要
な
登
録
、
免
許
、
許
可
等
の
取
消
し
を
受
け
た
と
き
。

ハ

電
子
申
請
又
は
提
出
書
類
等
に
故
意
に
虚
偽
の
事
項
の
記
録
又
は
記
載
を
し
た
と
き
。

ニ

経
済
的
信
用
を
著
し
く
欠
く
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

ホ

私
的
独
占
の
禁
止
及
び
公
正
取
引
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
十

四
号
）
第
三
条
又
は
第
八
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
違
反
し
て
公
正
取
引
委
員
会
か
ら
告

発
、
勧
告
又
は
審
判
開
始
決
定
を
受
け
た
場
合
で
極
め
て
悪
質
で
あ
る
と
知
事
が
認
め
た
と

き
。

へ

刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
九
十
六
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
逮
捕

さ
れ
、
又
は
逮
捕
を
経
ず
に
起
訴
さ
れ
た
場
合
で
極
め
て
悪
質
で
あ
る
と
知
事
が
認
め
た
と

き
。

十
二

資
格
の
更
新
手
続

資
格
の
更
新
手
続
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
二
年
度
中
に
別
に
告
示
す
る
。
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埼
玉
県
告
示
第
千
三
十
三
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
、
第
四
十
六
条
第

一
項
、
第
四
十
八
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
三
号
並
び
に
第
五
十
三
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
者
を
サ
ー
ビ
ス
提
供
事
業
者
と
し
て
指
定
し
た
。

平
成
二
十
年
八
月
一
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

介
護
保
険

事
業
所
名
称

事
業
所
所
在
地

サ
ー
ビ
ス
種
類

申
請
者
名
称

指
定
年
月
日

事
業
所
番
号

１１４１９００２０８
ハ
ロ
ー
薬
局
戸
田

戸
田
市
川
岸
２
―
５
―
１９

特
定
福
祉
用
具
販
売

株
式
会
社
ハ
ロ
ー
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン

平
成
２０
年
７
月
１
日

１１４１９００２０８
ハ
ロ
ー
薬
局
戸
田

戸
田
市
川
岸
２
―
５
―
１９

特
定
介
護
予
防
福
祉
用
具
販
売
株
式
会
社
ハ
ロ
ー
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン

平
成
２０
年
７
月
１
日

１１６０６９０１０７
ハ
ッ
ピ
ー
武
里
団
地
・
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

春日部市大枝８９
武里団地第２街区第９号棟１０５号室

訪
問
看
護

株
式
会
社
ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
東
日
本
平
成
２０
年
７
月
１
日

１１６０６９０１０７
ハ
ッ
ピ
ー
武
里
団
地
・
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

春日部市大枝８９
武里団地第２街区第９号棟１０５号室

介
護
予
防
訪
問
看
護

株
式
会
社
ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
東
日
本
平
成
２０
年
７
月
１
日

１１６１８９０１４４
ハ
ッ
ピ
ー
草
加
住
吉
・
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

草
加
市
住
吉
一
丁
目１３番３１号

北
ビ
ル
３
階
訪
問
看
護

株
式
会
社
ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
東
日
本
平
成
２０
年
７
月
１
日

１１６１８９０１４４
ハ
ッ
ピ
ー
草
加
住
吉
・
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

草
加
市
住
吉
一
丁
目１３番３１号

北
ビ
ル
３
階
介
護
予
防
訪
問
看
護

株
式
会
社
ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
東
日
本
平
成
２０
年
７
月
１
日

１１７０２０３９６０
ハ
ッ
ピ
ー
川
口
中
央
・
ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

川口市中青木一丁目１番２５号小林合同会計ビル１０３号室
訪
問
介
護

株
式
会
社
ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
東
日
本
平
成
２０
年
７
月
１
日

１１７０２０３９６０
ハ
ッ
ピ
ー
川
口
中
央
・
ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

川口市中青木一丁目１番２５号小林合同会計ビル１０３号室
介
護
予
防
訪
問
介
護

株
式
会
社
ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
東
日
本
平
成
２０
年
７
月
１
日

１１７０２０３９７８
ハ
ッ
ピ
ー
川
口
中
央
・
居
宅
介
護
支
援
事
業
所

川口市中青木一丁目１番２５号
小林合同会計ビル

１０３号室
居
宅
介
護
支
援

株
式
会
社
ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
東
日
本
平
成
２０
年
７
月
１
日

１１７０２０３９８６
ハ
ッ
ピ
ー
川
口
柳
崎
・
訪
問
入
浴
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

川
口
市
柳
崎
３
丁
目１０番２５号

小
森
貸
店
舗
１
F
訪
問
入
浴
介
護

株
式
会
社
ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
東
日
本
平
成
２０
年
７
月
１
日

１１７０２０３９８６
ハ
ッ
ピ
ー
川
口
柳
崎
・
訪
問
入
浴
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

川
口
市
柳
崎
３
丁
目１０番２５号

小
森
貸
店
舗
１
F
介
護
予
防
訪
問
入
浴
介
護

株
式
会
社
ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
東
日
本
平
成
２０
年
７
月
１
日

１１７０２０３９９４
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
み
ず
き

川
口
市
木
曽
呂
１２６５

居
宅
介
護
支
援

医
療
生
協
さ
い
た
ま
生
活
協
同
組
合

平
成
２０
年
７
月
１
日

１１７０２０４０００
芝
西
ケ
ア
サ
ポ
ー
ト

川
口
市
芝
塚
原
２
―
４
―２３

SRマ
ン
シ
ョ
ン２０４

居
宅
介
護
支
援

有
限
会
社
ケ
ア
ー
ズ
ネ
ッ
ト

平
成
２０
年
７
月
１
日

１１７０４０２４４８
ハ
ッ
ピ
ー
川
越
中
央
・
ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

川
越
市
脇
田
新
町１６―

９
神
山
ビ
ル
３
F
訪
問
介
護

株
式
会
社
ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
東
日
本
平
成
２０
年
７
月
１
日

１１７０４０２４４８
ハ
ッ
ピ
ー
川
越
中
央
・
ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

川
越
市
脇
田
新
町１６―

９
神
山
ビ
ル
３
F
介
護
予
防
訪
問
介
護

株
式
会
社
ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
東
日
本
平
成
２０
年
７
月
１
日

１１７０４０２４５５
ハ
ッ
ピ
ー
川
越
霞
ヶ
関
・
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

川
越
市
上
戸３０２―

７
コ
ス
モ
ハ
イ
ツ
１
階
通
所
介
護

株
式
会
社
ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
東
日
本
平
成
２０
年
７
月
１
日

１１７０４０２４５５
ハ
ッ
ピ
ー
川
越
霞
ヶ
関
・
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

川
越
市
上
戸３０２―

７
コ
ス
モ
ハ
イ
ツ
１
階
介
護
予
防
通
所
介
護

株
式
会
社
ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
東
日
本
平
成
２０
年
７
月
１
日

１１７０４０２４６３
ハ
ッ
ピ
ー
川
越
中
央
・
居
宅
介
護
支
援
事
業
所

川
越
市
脇
田
新
町１６―

９
神
山
ビ
ル
３
階

居
宅
介
護
支
援

株
式
会
社
ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
東
日
本
平
成
２０
年
７
月
１
日

１１７０６０１５７７
ハ
ッ
ピ
ー
春
日
部
中
央
・
ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

春
日
部
市
中
央
５
―
１
―２１

ラ
イ
フ
ビ
ル
３
F
訪
問
介
護

株
式
会
社
ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
東
日
本
平
成
２０
年
７
月
１
日

１１７０６０１５７７
ハ
ッ
ピ
ー
春
日
部
中
央
・
ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

春
日
部
市
中
央
５
―
１
―２１

ラ
イ
フ
ビ
ル
３
F
介
護
予
防
訪
問
介
護

株
式
会
社
ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
東
日
本
平
成
２０
年
７
月
１
日

１１７０６０１５８５
ハ
ッ
ピ
ー
春
日
部
中
央
・
訪
問
入
浴
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

春
日
部
市
中
央
５
丁
目
１
番２１号

ラ
イ
フ
ビ
ル
３
F
訪
問
入
浴
介
護

株
式
会
社
ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
東
日
本
平
成
２０
年
７
月
１
日

１１７０６０１５８５
ハ
ッ
ピ
ー
春
日
部
中
央
・
訪
問
入
浴
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

春
日
部
市
中
央
５
丁
目
１
番２１号

ラ
イ
フ
ビ
ル
３
F
介
護
予
防
訪
問
入
浴
介
護

株
式
会
社
ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
東
日
本
平
成
２０
年
７
月
１
日

１１７０６０１５９３
ハ
ッ
ピ
ー
春
日
部
中
央
・
居
宅
介
護
支
援
事
業
所

春
日
部
市
中
央
５
丁
目
１
番２１号

ラ
イ
フ
ビ
ル
３
F
居
宅
介
護
支
援

株
式
会
社
ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
東
日
本
平
成
２０
年
７
月
１
日

１１７０６０１６０１
ハ
ッ
ピ
ー
武
里
団
地
・
ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

春日部市大枝８９武里団地第２街区９号棟１０５号室
訪
問
介
護

株
式
会
社
ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
東
日
本
平
成
２０
年
７
月
１
日

１１７０６０１６０１
ハ
ッ
ピ
ー
武
里
団
地
・
ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

春日部市大枝８９武里団地第２街区９号棟１０５号室
介
護
予
防
訪
問
介
護

株
式
会
社
ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
東
日
本
平
成
２０
年
７
月
１
日

１１７０６０１６１９
ハ
ッ
ピ
ー
武
里
団
地
・
居
宅
介
護
支
援
事
業
所

春日部市大枝８９武里団地第２街区９号棟
１０５号室

居
宅
介
護
支
援

株
式
会
社
ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
東
日
本
平
成
２０
年
７
月
１
日

１１７０８０１５９９
指
定
通
所
介
護
事
業
所
ひ
ま
わ
り

越
谷
市
川
柳
町
１
―
３０５

通
所
介
護

株
式
会
社
相
輝

平
成
２０
年
７
月
１
日

－２０－
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１１７０８０１５９９
指
定
通
所
介
護
事
業
所
ひ
ま
わ
り

越
谷
市
川
柳
町
１
―
３０５

介
護
予
防
通
所
介
護

株
式
会
社
相
輝

平
成
２０
年
７
月
１
日

１１７０８０１６０７
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
ひ
ま
わ
り

越
谷
市
川
柳
町
１
―
３０５

居
宅
介
護
支
援

株
式
会
社
相
輝

平
成
２０
年
７
月
１
日

１１７０８０１６１５
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
あ
い
あ
い
越
谷
市
赤
山
町
二
丁
目
２７

通
所
介
護

ア
イ
・
ケ
ア
株
式
会
社

平
成
２０
年
７
月
１
日

１１７０８０１６１５
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
あ
い
あ
い
越
谷
市
赤
山
町
二
丁
目
２７

介
護
予
防
通
所
介
護

ア
イ
・
ケ
ア
株
式
会
社

平
成
２０
年
７
月
１
日

１１７０８０１６２３
ハ
ッ
ピ
ー
越
谷
・
ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

越谷市北越谷四丁目２３番８
ルミエール北越谷１F

訪
問
介
護

株
式
会
社
ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
東
日
本
平
成
２０
年
７
月
１
日

１１７０８０１６２３
ハ
ッ
ピ
ー
越
谷
・
ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

越谷市北越谷四丁目２３番８
ルミエール北越谷１F

介
護
予
防
訪
問
介
護

株
式
会
社
ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
東
日
本
平
成
２０
年
７
月
１
日

１１７０８０１６３１
ハ
ッ
ピ
ー
越
谷
・
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

越谷市北越谷四丁目２３番８
ルミエール北越谷１F

通
所
介
護

株
式
会
社
ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
東
日
本
平
成
２０
年
７
月
１
日

１１７０８０１６３１
ハ
ッ
ピ
ー
越
谷
・
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

越谷市北越谷四丁目２３番８
ルミエール北越谷１F

介
護
予
防
通
所
介
護

株
式
会
社
ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
東
日
本
平
成
２０
年
７
月
１
日

１１７０８０１６４９
ハ
ッ
ピ
ー
越
谷
・
居
宅
介
護
支
援
事
業
所

越谷市北越谷４―２３―８
ルミエール北越谷１F

居
宅
介
護
支
援

株
式
会
社
ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
東
日
本
平
成
２０
年
７
月
１
日

１１７０８０１６５６
ハ
ッ
ピ
ー
越
谷
南
・
ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

越
谷
市
蒲
生
茜
町１９―

１
井
上
ビ
ル１０５号

訪
問
介
護

株
式
会
社
ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
東
日
本
平
成
２０
年
７
月
１
日

１１７０８０１６５６
ハ
ッ
ピ
ー
越
谷
南
・
ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

越
谷
市
蒲
生
茜
町１９―

１
井
上
ビ
ル１０５号

介
護
予
防
訪
問
介
護

株
式
会
社
ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
東
日
本
平
成
２０
年
７
月
１
日

１１７０９００６７２
ハ
ッ
ピ
ー
久
喜
・
ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

久喜市中央二丁目２番地６号
YAORIビル２F

訪
問
介
護

株
式
会
社
ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
東
日
本
平
成
２０
年
７
月
１
日

１１７０９００６７２
ハ
ッ
ピ
ー
久
喜
・
ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

久喜市中央二丁目２番地６号
YAORIビル２F

介
護
予
防
訪
問
介
護

株
式
会
社
ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
東
日
本
平
成
２０
年
７
月
１
日

１１７１０００４０７
ハ
ッ
ピ
ー
八
潮
・
ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

八潮市中央三丁目２０番６号シャトーレ・ヒノモト１０１号
訪
問
介
護

株
式
会
社
ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
東
日
本
平
成
２０
年
７
月
１
日

１１７１０００４０７
ハ
ッ
ピ
ー
八
潮
・
ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

八潮市中央三丁目２０番６号シャトーレ・ヒノモト１０１号
介
護
予
防
訪
問
介
護

株
式
会
社
ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
東
日
本
平
成
２０
年
７
月
１
日

１１７１１０１２７０
ハ
ッ
ピ
ー
杉
戸
中
央
・
ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

北葛飾郡杉戸町杉戸三丁目２番地１号パピルス杉戸ビル２０１
訪
問
介
護

株
式
会
社
ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
東
日
本
平
成
２０
年
７
月
１
日

１１７１１０１２７０
ハ
ッ
ピ
ー
杉
戸
中
央
・
ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

北葛飾郡杉戸町杉戸三丁目２番地１号パピルス杉戸ビル２０１
介
護
予
防
訪
問
介
護

株
式
会
社
ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
東
日
本
平
成
２０
年
７
月
１
日

１１７１１０１２８８
ハ
ッ
ピ
ー
杉
戸
・
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

北
葛
飾
郡
杉
戸
町
下
野
９１４
―
６

通
所
介
護

株
式
会
社
ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
東
日
本
平
成
２０
年
７
月
１
日

１１７１１０１２８８
ハ
ッ
ピ
ー
杉
戸
・
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

北
葛
飾
郡
杉
戸
町
下
野
９１４
―
６

介
護
予
防
通
所
介
護

株
式
会
社
ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
東
日
本
平
成
２０
年
７
月
１
日

１１７１１０１２９６
ケ
ア
プ
ラ
ン
・
オ
ー
ク

北
葛
飾
郡
杉
戸
町
鷲
巣
６２３
番
地
３０

居
宅
介
護
支
援

株
式
会
社
オ
ー
ク

平
成
２０
年
７
月
１
日

１１７１６０１２０４
ハ
ッ
ピ
ー
上
尾
南
・
ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

上尾市柏座２―６―２６
下里第２ビル２F東側号

訪
問
介
護

株
式
会
社
ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
東
日
本
平
成
２０
年
７
月
１
日

１１７１６０１２０４
ハ
ッ
ピ
ー
上
尾
南
・
ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

上尾市柏座２―６―２６
下里第２ビル２F東側号

介
護
予
防
訪
問
介
護

株
式
会
社
ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
東
日
本
平
成
２０
年
７
月
１
日

１１７１６０１２１２
ハ
ッ
ピ
ー
上
尾
・
訪
問
入
浴
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

上
尾
市
原
新
町
６
―４６

EXA
北
上
尾１０１号

訪
問
入
浴
介
護

株
式
会
社
ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
東
日
本
平
成
２０
年
７
月
１
日

１１７１６０１２１２
ハ
ッ
ピ
ー
上
尾
・
訪
問
入
浴
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

上
尾
市
原
新
町
６
―４６

EXA
北
上
尾１０１号

介
護
予
防
訪
問
入
浴
介
護

株
式
会
社
ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
東
日
本
平
成
２０
年
７
月
１
日

１１７１７００６６７
ハ
ッ
ピ
ー
鴻
巣
・
ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

鴻
巣
市
東
２
―
１
―
１８

相
原
ビ
ル
２
F
訪
問
介
護

株
式
会
社
ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
東
日
本
平
成
２０
年
７
月
１
日

１１７１７００６６７
ハ
ッ
ピ
ー
鴻
巣
・
ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

鴻
巣
市
東
２
―
１
―
１８

相
原
ビ
ル
２
F
介
護
予
防
訪
問
介
護

株
式
会
社
ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
東
日
本
平
成
２０
年
７
月
１
日

１１７１７００６７５
ハ
ッ
ピ
ー
鴻
巣
・
居
宅
介
護
支
援
事
業
所

鴻
巣
市
東
２
―
１
―
１８

相
原
ビ
ル
３
階
居
宅
介
護
支
援

株
式
会
社
ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
東
日
本
平
成
２０
年
７
月
１
日

１１７１７００６８３
さ
と
う
介
護
リ
フ
ォ
ー
ム

鴻
巣
市
大
間
３
―
２
―２２

グ
リ
ー
ン
ハ
イ
ツ１０３

福
祉
用
具
貸
与

さ
と
う
介
護
リ
フ
ォ
ー
ム
合
同
会
社

平
成
２０
年
７
月
１
日

１１７１７００６８３
さ
と
う
介
護
リ
フ
ォ
ー
ム

鴻
巣
市
大
間
３
―
２
―２２

グ
リ
ー
ン
ハ
イ
ツ１０３

特
定
福
祉
用
具
販
売

さ
と
う
介
護
リ
フ
ォ
ー
ム
合
同
会
社

平
成
２０
年
７
月
１
日

１１７１７００６８３
さ
と
う
介
護
リ
フ
ォ
ー
ム

鴻
巣
市
大
間
３
―
２
―２２

グ
リ
ー
ン
ハ
イ
ツ１０３

介
護
予
防
福
祉
用
具
貸
与

さ
と
う
介
護
リ
フ
ォ
ー
ム
合
同
会
社

平
成
２０
年
７
月
１
日

１１７１７００６８３
さ
と
う
介
護
リ
フ
ォ
ー
ム

鴻
巣
市
大
間
３
―
２
―２２

グ
リ
ー
ン
ハ
イ
ツ１０３

特
定
介
護
予
防
福
祉
用
具
販
売
さ
と
う
介
護
リ
フ
ォ
ー
ム
合
同
会
社

平
成
２０
年
７
月
１
日

１１７１８０１４１６
ハ
ッ
ピ
ー
草
加
住
吉
・
ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

草
加
市
住
吉
１
―
１３
―
３１

北
ビ
ル
１
F
訪
問
介
護

株
式
会
社
ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
東
日
本
平
成
２０
年
７
月
１
日

－２１－
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１１７１８０１４１６
ハ
ッ
ピ
ー
草
加
住
吉
・
ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

草
加
市
住
吉
１
―
１３
―
３１

北
ビ
ル
１
F
介
護
予
防
訪
問
介
護

株
式
会
社
ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
東
日
本
平
成
２０
年
７
月
１
日

１１７１８０１４２４
ハ
ッ
ピ
ー
草
加
住
吉
・
居
宅
介
護
支
援
事
業
所

草
加
市
住
吉
一
丁
目１３番３１号

北
ビ
ル
３
F
居
宅
介
護
支
援

株
式
会
社
ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
東
日
本
平
成
２０
年
７
月
１
日

１１７１８０１４３２
ハ
ッ
ピ
ー
草
加
谷
塚
・
ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

草
加
市
谷
塚
町１３６３―

１
リ
レ
ン
ト
谷
塚
１
―
C
訪
問
介
護

株
式
会
社
ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
東
日
本
平
成
２０
年
７
月
１
日

１１７１８０１４３２
ハ
ッ
ピ
ー
草
加
谷
塚
・
ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

草
加
市
谷
塚
町１３６３―

１
リ
レ
ン
ト
谷
塚
１
―
C
介
護
予
防
訪
問
介
護

株
式
会
社
ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
東
日
本
平
成
２０
年
７
月
１
日

１１７２１００６７７
ハ
ッ
ピ
ー
朝
霞
・
ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

朝
霞
市
根
岸
台
３
―
６
―１２

大
興
ビ
ル
一
棟
訪
問
介
護

株
式
会
社
ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
東
日
本
平
成
２０
年
７
月
１
日

１１７２１００６７７
ハ
ッ
ピ
ー
朝
霞
・
ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

朝
霞
市
根
岸
台
３
―
６
―１２

大
興
ビ
ル
一
棟
介
護
予
防
訪
問
介
護

株
式
会
社
ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
東
日
本
平
成
２０
年
７
月
１
日

１１７２１００６８５
ハ
ッ
ピ
ー
朝
霞
・
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

朝
霞
市
根
岸
台
３
―
６
―１２

大
興
ビ
ル
１
棟
通
所
介
護

株
式
会
社
ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
東
日
本
平
成
２０
年
７
月
１
日

１１７２１００６８５
ハ
ッ
ピ
ー
朝
霞
・
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

朝
霞
市
根
岸
台
３
―
６
―１２

大
興
ビ
ル
１
棟
介
護
予
防
通
所
介
護

株
式
会
社
ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
東
日
本
平
成
２０
年
７
月
１
日

１１７２１００６９３
ハ
ッ
ピ
ー
朝
霞
・
居
宅
介
護
支
援
事
業
所

朝
霞
市
根
岸
台
三
丁
目
６
番１２号

大
興
ビ
ル
１
棟
居
宅
介
護
支
援

株
式
会
社
ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
東
日
本
平
成
２０
年
７
月
１
日

１１７２１００７０１
ハ
ッ
ピ
ー
朝
霞
北
・
ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

新
座
市
東
北
２
―２４―３７

浜
田
貸
店
舗
１
階
訪
問
介
護

株
式
会
社
ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
東
日
本
平
成
２０
年
７
月
１
日

１１７２１００７０１
ハ
ッ
ピ
ー
朝
霞
北
・
ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

新
座
市
東
北
２
―２４―３７

浜
田
貸
店
舗
１
階
介
護
予
防
訪
問
介
護

株
式
会
社
ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
東
日
本
平
成
２０
年
７
月
１
日

１１７２５０２８９８
小
手
指
ケ
ア
ホ
テ
ル
ほ
の
か

所
沢
市
北
野
１
―
２
―
６０

短
期
入
所
生
活
介
護

株
式
会
社
日
本
メ
デ
ィ
ケ
ア
サ
ポ
ー
ト
平
成
２０
年
７
月
１
日

１１７２５０２８９８
小
手
指
ケ
ア
ホ
テ
ル
ほ
の
か

所
沢
市
北
野
１
―
２
―
６０

介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
株
式
会
社
日
本
メ
デ
ィ
ケ
ア
サ
ポ
ー
ト
平
成
２０
年
７
月
１
日

１１７２５０２９０６
ハ
ッ
ピ
ー
新
所
沢
・
ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

所
沢
市
泉
町１８５５―１４

パ
ー
ル
ハ
イ
ツ１０２号

訪
問
介
護

株
式
会
社
ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
東
日
本
平
成
２０
年
７
月
１
日

１１７２５０２９０６
ハ
ッ
ピ
ー
新
所
沢
・
ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

所
沢
市
泉
町１８５５―１４

パ
ー
ル
ハ
イ
ツ１０２号

介
護
予
防
訪
問
介
護

株
式
会
社
ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
東
日
本
平
成
２０
年
７
月
１
日

１１７２５０２９１４
ハ
ッ
ピ
ー
新
所
沢
・
居
宅
介
護
支
援
事
業
所

所
沢
市
泉
町１８５５―１４

パ
ー
ル
ハ
イ
ツ１０２号

居
宅
介
護
支
援

株
式
会
社
ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
東
日
本
平
成
２０
年
７
月
１
日

１１７２８００９２０
入
間
ケ
ア
ホ
テ
ル
ほ
の
か

入
間
市
小
谷
田
２
―
２
―
１８

短
期
入
所
生
活
介
護

株
式
会
社
日
本
メ
デ
ィ
ケ
ア
サ
ポ
ー
ト
平
成
２０
年
７
月
１
日

１１７２８００９２０
入
間
ケ
ア
ホ
テ
ル
ほ
の
か

入
間
市
小
谷
田
２
―
２
―
１８

介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
株
式
会
社
日
本
メ
デ
ィ
ケ
ア
サ
ポ
ー
ト
平
成
２０
年
７
月
１
日

１１７２８００９３８
ジ
ョ
イ
フ
ル
ホ
ー
ム
入
間

入
間
市
小
谷
田
１
―
１２
―
２２

特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
株
式
会
社
日
本
メ
デ
ィ
ケ
ア
サ
ポ
ー
ト
平
成
２０
年
７
月
１
日

１１７２８００９３８
ジ
ョ
イ
フ
ル
ホ
ー
ム
入
間

入
間
市
小
谷
田
１
―
１２
―
２２

介護予防特定施設入居者生活介護
株
式
会
社
日
本
メ
デ
ィ
ケ
ア
サ
ポ
ー
ト
平
成
２０
年
７
月
１
日

１１７２８００９４６
ハ
ッ
ピ
ー
入
間
中
央
・
ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

入間市久保稲荷２―１２―２２
稲荷ビル

２―B号
訪
問
介
護

株
式
会
社
ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
東
日
本
平
成
２０
年
７
月
１
日

１１７２８００９４６
ハ
ッ
ピ
ー
入
間
中
央
・
ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

入間市久保稲荷２―１２―２２
稲荷ビル

２―B号
介
護
予
防
訪
問
介
護

株
式
会
社
ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
東
日
本
平
成
２０
年
７
月
１
日

１１７２８００９５３
ハ
ッ
ピ
ー
入
間
中
央
・
居
宅
介
護
支
援
事
業
所

入間市久保稲荷２―１２―２２
稲荷ビル２―B号

居
宅
介
護
支
援

株
式
会
社
ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
東
日
本
平
成
２０
年
７
月
１
日

１１７２９００７２０
ア
ッ
ク
ケ
ア
居
宅
介
護
支
援
事
業
所

富士見市鶴瀬西３丁目３―７
アパートメント正興No．２

１０１
居
宅
介
護
支
援

株
式
会
社
ア
ッ
ク
ケ
ア
事
務
所

平
成
２０
年
７
月
１
日

１１７３１０１８５６
八
幡
居
宅
介
護
支
援
事
業
所

熊
谷
市
新
堀
新
田
１２
番
地
１

居
宅
介
護
支
援

有
限
会
社
八
幡

平
成
２０
年
７
月
１
日

１１７３１０１８６４
ハ
ッ
ピ
ー
熊
谷
美
土
里
・
居
宅
介
護
支
援
事
業
所

熊
谷
市
美
土
里
町
２
―
１
堀
口
ビ
ル
A
号
居
宅
介
護
支
援

株
式
会
社
ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
東
日
本
平
成
２０
年
７
月
１
日

１１７３１０１８７２
ハ
ッ
ピ
ー
熊
谷
美
土
里
・
ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

熊
谷
市
美
土
里
町
２
―
１
堀
口
ビ
ル
A
号
訪
問
介
護

株
式
会
社
ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
東
日
本
平
成
２０
年
７
月
１
日

１１７３１０１８７２
ハ
ッ
ピ
ー
熊
谷
美
土
里
・
ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

熊
谷
市
美
土
里
町
２
―
１
堀
口
ビ
ル
A
号
介
護
予
防
訪
問
介
護

株
式
会
社
ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
東
日
本
平
成
２０
年
７
月
１
日

１１７３１０１８８０
ハ
ッ
ピ
ー
熊
谷
・
ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

熊
谷
市
星
川
２
―４５

貸
事
務
所
１
F（
平
屋
）
訪
問
介
護

株
式
会
社
ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
東
日
本
平
成
２０
年
７
月
１
日

１１７３１０１８８０
ハ
ッ
ピ
ー
熊
谷
・
ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

熊
谷
市
星
川
２
―４５

貸
事
務
所
１
F（
平
屋
）
介
護
予
防
訪
問
介
護

株
式
会
社
ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
東
日
本
平
成
２０
年
７
月
１
日

１１７３２０１４３３
ハ
ー
ト
サ
ー
ビ
ス
介
護
用
品
事
業
部
川
島
営
業
所
比
企
郡
川
島
町
八
幡
３
―
１
―
４

福
祉
用
具
貸
与

有
限
会
社
ハ
ー
ト
サ
ー
ビ
ス

平
成
２０
年
７
月
１
日

１１７３２０１４３３
ハ
ー
ト
サ
ー
ビ
ス
介
護
用
品
事
業
部
川
島
営
業
所
比
企
郡
川
島
町
八
幡
３
―
１
―
４

特
定
福
祉
用
具
販
売

有
限
会
社
ハ
ー
ト
サ
ー
ビ
ス

平
成
２０
年
７
月
１
日

－２２－

第����号平成��年�月�日（金曜日）
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１１７３２０１４３３
ハ
ー
ト
サ
ー
ビ
ス
介
護
用
品
事
業
部
川
島
営
業
所

比
企
郡
川
島
町
八
幡
３
―
１
―
４

介
護
予
防
福
祉
用
具
貸
与
有
限
会
社
ハ
ー
ト
サ
ー
ビ
ス

平
成
２０
年
７
月
１
日

１１７３２０１４３３
ハ
ー
ト
サ
ー
ビ
ス
介
護
用
品
事
業
部
川
島
営
業
所

比
企
郡
川
島
町
八
幡
３
―
１
―
４

特
定
介
護
予
防
福
祉
用
具
販
売
有
限
会
社
ハ
ー
ト
サ
ー
ビ
ス

平
成
２０
年
７
月
１
日

１１７３８００５７２
ハ
ッ
ピ
ー
加
須
中
央
・
ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

加
須
市
下
三
俣
３２７
―
３
国
分
貸
店
舗
訪
問
介
護

株
式
会
社
ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
東
日
本
平
成
２０
年
７
月
１
日

１１７３８００５７２
ハ
ッ
ピ
ー
加
須
中
央
・
ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

加
須
市
下
三
俣
３２７
―
３
国
分
貸
店
舗
介
護
予
防
訪
問
介
護

株
式
会
社
ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
東
日
本
平
成
２０
年
７
月
１
日

１１７３９００３７２
ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
ル
ミ
エ
ー
ル

羽
生
市
上
岩
瀬
１８０６

訪
問
介
護

株
式
会
社
ス
ク
ー
ル
パ
ー
ル
羽
生

平
成
２０
年
７
月
１
日

１１７３９００３７２
ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
ル
ミ
エ
ー
ル

羽
生
市
上
岩
瀬
１８０６

介
護
予
防
訪
問
介
護

株
式
会
社
ス
ク
ー
ル
パ
ー
ル
羽
生

平
成
２０
年
７
月
１
日

１１７３９００３８０
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
ル
ミ
エ
ー
ル

羽
生
市
上
岩
瀬
１８０６

通
所
介
護

株
式
会
社
ス
ク
ー
ル
パ
ー
ル
羽
生

平
成
２０
年
７
月
１
日

１１７３９００３８０
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
ル
ミ
エ
ー
ル

羽
生
市
上
岩
瀬
１８０６

介
護
予
防
通
所
介
護

株
式
会
社
ス
ク
ー
ル
パ
ー
ル
羽
生

平
成
２０
年
７
月
１
日

１１７３９００３９８
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
ル
ミ
エ
ー
ル

羽
生
市
上
岩
瀬
１８０６

短
期
入
所
生
活
介
護

株
式
会
社
ス
ク
ー
ル
パ
ー
ル
羽
生

平
成
２０
年
７
月
１
日

１１７３９００３９８
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
ル
ミ
エ
ー
ル

羽
生
市
上
岩
瀬
１８０６

介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
株
式
会
社
ス
ク
ー
ル
パ
ー
ル
羽
生

平
成
２０
年
７
月
１
日

１１７３９００４０６
ケ
ア
プ
ラ
ン
セ
ン
タ
ー
ル
ミ
エ
ー
ル

羽
生
市
上
岩
瀬
１８０６

居
宅
介
護
支
援

株
式
会
社
ス
ク
ー
ル
パ
ー
ル
羽
生

平
成
２０
年
７
月
１
日

１１７４３００８３８
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
さ
く
ら
苑
本
庄
営
業
所

本
庄
市
北
堀
１７９６

訪
問
介
護

有
限
会
社
シ
ス
テ
ッ
ク

平
成
２０
年
７
月
１
日

１１７４３００８３８
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
さ
く
ら
苑
本
庄
営
業
所

本
庄
市
北
堀
１７９６

通
所
介
護

有
限
会
社
シ
ス
テ
ッ
ク

平
成
２０
年
７
月
１
日

１１７４３００８３８
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
さ
く
ら
苑
本
庄
営
業
所

本
庄
市
北
堀
１７９６

介
護
予
防
訪
問
介
護

有
限
会
社
シ
ス
テ
ッ
ク

平
成
２０
年
７
月
１
日

１１７４３００８３８
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
さ
く
ら
苑
本
庄
営
業
所

本
庄
市
北
堀
１７９６

介
護
予
防
通
所
介
護

有
限
会
社
シ
ス
テ
ッ
ク

平
成
２０
年
７
月
１
日

１１７４６０１２０１
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
ひ
び
き

深
谷
市
長
在
家
３９７６

番
地

通
所
介
護

社
会
福
祉
法
人
両
宜
会

平
成
２０
年
７
月
１
日

１１７４６０１２０１
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
ひ
び
き

深
谷
市
長
在
家
３９７６

番
地

介
護
予
防
通
所
介
護

社
会
福
祉
法
人
両
宜
会

平
成
２０
年
７
月
１
日

１１７４６０１２１９
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
す
ず
ら
ん

深
谷
市
上
野
台
５０１
―
２
―
D

通
所
介
護

株
式
会
社
大
和

平
成
２０
年
７
月
１
日

１１７５１０１１３６
新
座
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
そ
よ
風

新
座
市
野
寺
二
丁
目
５
番
地
１９
号

居
宅
介
護
支
援

株
式
会
社
メ
デ
カ
ジ
ャ
パ
ン

平
成
２０
年
７
月
１
日

１１７５３００４４９
あ
ず
み
苑
北
本

北
本
市
本
町
八
丁
目
１５６
番
地
１

居
宅
介
護
支
援

株
式
会
社
レ
オ
パ
レ
ス
２１

平
成
２０
年
７
月
１
日

１１７６１００５９０
ハ
ッ
ピ
ー
幸
手
・
居
宅
介
護
支
援
事
業
所

幸
手
市
東
２
―
８
―
６
N
AO
ビ
ル
居
宅
介
護
支
援

株
式
会
社
ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
東
日
本
平
成
２０
年
７
月
１
日

１１７６１００６０８
ハ
ッ
ピ
ー
幸
手
・
ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

幸
手
市
東
二
丁
目
８
番
６
号
NAO

ビ
ル
訪
問
介
護

株
式
会
社
ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
東
日
本
平
成
２０
年
７
月
１
日

１１７６１００６０８
ハ
ッ
ピ
ー
幸
手
・
ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

幸
手
市
東
二
丁
目
８
番
６
号
NAO

ビ
ル
介
護
予
防
訪
問
介
護

株
式
会
社
ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
東
日
本
平
成
２０
年
７
月
１
日

埼
玉
県
告
示
第
千
三
十
四
号

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
七
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
試
験
を
次
の
と
お
り
行
う
。

平
成
二
十
年
八
月
一
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

試
験
期
日
及
び
試
験
場
所

平
成
二
十
年
十
一
月
七
日
（
金
）

さ
い
た
ま
市
西
区
西
遊
馬
一
二
七
〇
番
地
一

埼
玉
県
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
会
館

川
越
市
大
字
南
大
塚
一
五
〇
八

川
越
少
年
刑
務
所

二

試
験
科
目

法
第
七
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
試
験
科
目

三

受
験
資
格

－２３－

第����号平成��年�月�日（金曜日）
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法
第
七
条
第
三
項
及
び
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
年
法
律

第
百
五
十
四
号
）
附
則
第
五
項
に
規
定
す
る
者

四

受
験
手
続

イ

提
出
書
類

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
厚
生
省
令
第
三
十
五
号
）
第
三
条
及
び

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
年
埼
玉
県
規
則
第
五
十
号
）
第
六
条
に
規
定
す

る
受
験
願
書
及
び
書
類

ロ

試
験
手
数
料

七
千
五
百
円
を
埼
玉
県
収
入
証
紙
に
よ
り
納
付
す
る
こ
と
。

ハ

受
験
願
書
の
提
出
期
間
及
び
場
所

平
成
二
十
年
九
月
二
十
九
日
（
月
）
か
ら
九
月
三
十
日
（
火
）
ま
で

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
前
十
一
時
三
十
分
ま
で
及
び
午
後
一
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で

さ
い
た
ま
市
浦
和
区
仲
町
三
丁
目
五
番
一
号

埼
玉
県
県
民
健
康
セ
ン
タ
ー

五

合
格
発
表

平
成
二
十
年
十
二
月
十
七
日
（
水
）

埼
玉
県
告
示
第
千
三
十
五
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
八
月
一
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

届
出
の
概
要
等

イ

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

株
式
会
社
西
友

狭
山
市
駅
前
店

狭
山
市
入
間
川
一
丁
目
十
八
番
一
号

ロ

変
更
の
概
要

駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数

（
変
更
前
）
位
置

図
面
省
略

二
七
台

（
変
更
後
）
位
置

図
面
省
略

二
七
台

駐
車
場
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置

（
変
更
前
）
位
置

図
面
省
略

一
箇
所

（
変
更
後
）
位
置

図
面
省
略

一
箇
所

ハ

変
更
年
月
日

平
成
二
十
一
年
三
月
十
日

ニ

届
出
年
月
日

平
成
二
十
年
七
月
十
日

二

縦
覧
期
間

平
成
二
十
年
八
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
年
十
二
月
一
日
ま
で

三

縦
覧
場
所

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
支
援
課

埼
玉
県
西
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー

四

意
見
書
の
提
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

イ

意
見
書
提
出
期
間

平
成
二
十
年
八
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
年
十
二
月
一
日
ま
で

ロ

意
見
書
提
出
先

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
支
援
課

埼
玉
県
告
示
第
千
三
十
六
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
意
見
の
概
要
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
当
該
意
見
を
次

の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
八
月
一
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

意
見
の
概
要

イ

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

加
須
駅
店
舗
ビ
ル

加
須
市
中
央
一
丁
目
二
百
七
十
二
の
二

他

－２４－
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ロ

同
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
の
意
見
の
概
要

東
西
に
長
い
本
市
の
市
街
地
は
、
縦
断
す
る
鉄
道
に
よ
っ
て
南
北
に
分
断
さ
れ
て
お
り
、

ま
た
、
鉄
道
を
自
動
車
で
横
断
で
き
る
道
路
も
至
近
に
は
な
い
こ
と
か
ら
、
鉄
道
北
側
に
あ

る
店
舗
（
加
須
マ
イ
ン
）
を
利
用
す
る
市
民
の
利
便
性
確
保
の
た
め
、
橋
上
駅
通
路
で
結
ば

れ
て
い
る
南
側
へ
の
駐
車
場
設
置
に
努
め
て
い
た
だ
き
た
い
。

二

縦
覧
期
間

平
成
二
十
年
八
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
年
九
月
一
日
ま
で

三

縦
覧
場
所

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
支
援
課

埼
玉
県
東
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー

埼
玉
県
利
根
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー

埼
玉
県
告
示
第
千
三
十
七
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、

江
ヶ
崎
・
実
ヶ
谷
土
地
改
良
区
か
ら
当
該
役
員
に
就
任
し
た
者
及
び
当
該
役
員
を
退
任
し
た
者
の

氏
名
及
び
住
所
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
年
八
月
一
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

就
任

職

名

氏

名

住

所

理

事

新

井

孝

作

蓮
田
市
大
字
江
ヶ
崎
一
〇
〇
〇
の
一

同

新

井

弘

同

同

同

七
九
八
の
一

同

石

井

欽
次
郎

同

同

同

一
七
六
〇

同

石

井

忠

義

同

同

同

一
七
六
二
の
一

同

石

井

勉

同

同

同

一
五
六
一

同

石

井

俊

治

同

同

同

一
七
六
三

同

小

川

勇

同

同

同

一
八
四
〇
の
一

同

小

川

修

同

同

同

二
〇
六
〇
の
三

同

澁

谷

榮
次
郎

同

同

同

一
一
八
九

同

矢

島

正

弘

同

同

同

一
一
三
四

同

松

島

政

男

同

同

同

一
八
一
七

同

石

井

敏

雄

南
埼
玉
郡
白
岡
町
大
字
実
ヶ
谷
八
六
九

同

齋

藤

佳

文

同

同

同

岡
泉
六
七
〇

同

利
根
川

英

夫

同

同

同

同

四
九
七

同

横

田

保

男

同

同

同

実
ヶ
谷
三
六
八

監

事

小

川

浩

蓮
田
市
大
字
江
ヶ
崎
二
〇
四
七

同

小

川

久

雄

同

同

同

二
〇
六
八

同

野

口

保

男

南
埼
玉
郡
白
岡
町
大
字
実
ヶ
谷
四
四
四
の
一

二

退
任

職

名

氏

名

住

所

理

事

新

井

孝

作

蓮
田
市
大
字
江
ヶ
崎
一
〇
〇
〇
の
一

同

新

井

弘

同

同

同

七
九
八
の
一

同

石

井

忠

義

同

同

同

一
七
六
二
の
一

同

石

井

勉

同

同

同

一
五
六
一

同

石

井

俊

治

同

同

同

一
七
六
三

同

小

川

勇

同

同

同

一
八
四
〇
の
一

同

小

川

修

同

同

同

二
〇
六
〇
の
三

同

澁

谷

榮
次
郎

同

同

同

一
一
八
九

同

福

島

榮

同

同

同

一
〇
二
一

同

矢

島

正

弘

同

同

同

一
一
三
四

同

松

島

政

男

同

同

同

一
八
一
七

同

石

井

敏

雄

南
埼
玉
郡
白
岡
町
大
字
実
ヶ
谷
八
六
九

同

齋

藤

佳

文

同

同

同

岡
泉
六
七
〇

同

利
根
川

英

夫

同

同

同

同

四
九
七

同

横

田

保

男

同

同

同

実
ヶ
谷
三
六
八

監

事

小

川

浩

蓮
田
市
大
字
江
ヶ
崎
二
〇
四
七

同

小

川

久

雄

同

同

同

二
〇
六
八

同

野

口

保

男

南
埼
玉
郡
白
岡
町
大
字
実
ヶ
谷
四
四
四
の
一

－２５－
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道
路
の
種
類

路

線

名

区

間

県
道

深
谷
停
車
場
線

深
谷
市
西
島
町
二
丁
目
十
番
八
地
先
か
ら

同
市
西
島
町
二
丁
目
十
七
番
十
一
地
先
ま
で

�
�
�
�
�
�
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埼
玉
県
告
示
第
千
三
十
八
号

次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予

定
で
あ
る
か
ら
、
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法

律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
条
の
二
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
年
八
月
一
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

所
沢
市
大
字
新
郷
百
九
十
七
の
一

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

耕
地
の
防
風

三

解
除
の
理
由

指
定
理
由
の
消
滅

埼
玉
県
告
示
第
千
三
十
九
号

電
線
共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
七
年
法
律
第
三
十
九
号
）
第
三
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
電
線
共
同
溝
を
整
備
す
べ
き
道
路
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
年
八
月
一
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

埼
玉
県
告
示
第
千
四
十
号

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
二
十
九
条
の
二
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
し
た
の
で
、
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と

お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
八
月
一
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

処
分
を
し
た
年
月
日

平
成
二
十
年
七
月
二
十
五
日

二

処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
許

可
番
号

商
号
又
は
名
称

主
た
る
営
業
所
の

所

在

地

代
表
者
の
氏
名

許
可
番
号

ベ
タ
ー
メ
ン
ト
株
式
会

社

埼
玉
県
鳩
ヶ
谷
市
桜

町
三
丁
目
七
番
三
号

江
原
利
次

埼
玉
県
知
事
許
可
（
般
―
十

五
）
第
五
八
三
七
九
号

三

処
分
の
内
容

法
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
許
可
（
一
般
建
設
業
の
許
可
）
の
取
消
し

四

処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
年
埼
玉
県
告
示
第
八
百
六
十
七
号
に
よ
り
営
業
所
の
所
在
地
が
確
知
で
き
な
い
旨

の
公
告
を
行
っ
た
が
、
公
告
後
三
十
日
を
経
過
し
て
も
申
出
が
な
く
、
こ
の
こ
と
は
法
第
二
十

九
条
の
二
第
一
項
に
該
当
す
る
。

埼
玉
県
告
示
第
千
四
十
一
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市

計
画
の
変
更
の
案
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す

る
。

平
成
二
十
年
八
月
一
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

秩
父
都
市
計
画
道
路
三
・
四
・
二
号
公
園

通
線
、
三
・
四
・
九
号
番
場
通
線

二

都
市
計
画
を
変
更
す
る
土
地
の
区
域

（
三
・
四
・
二
号
公
園
通
線
）

イ

追
加
す
る
土
地
の
区
域

な
し

ロ

削
除
す
る
土
地
の
区
域

秩
父
市
熊
木
町
、
野
坂
町
一
丁
目
、
上

町
一
丁
目
、
上
町
二
丁
目
、
近
戸
町
の
各

一
部

（
三
・
四
・
九
号
番
場
通
線
）

イ

追
加
す
る
土
地
の
区
域

な
し

ロ

削
除
す
る
土
地
の
区
域

秩
父
市
番
場
町
、
東
町
の
各
一
部

三

都
市
計
画
変
更
の
案
の
縦
覧
場
所

埼
玉
県
都
市
整
備
部
都
市
計
画
課
、
埼
玉

県
秩
父
県
土
整
備
事
務
所
、
秩
父
市
地
域
整

備
部
ま
ち
づ
く
り
課

四

縦
覧
期
間

平
成
二
十
年
八
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
年

八
月
十
五
日
ま
で

埼
玉
県
告
示
第
千
四
十
二
号

毛
呂
山
町
か
ら
毛
呂
山
・
越
生
都
市
計
画
防

火
地
域
及
び
準
防
火
地
域
の
決
定
に
係
る
図
書

の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法

（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
条
第

－２６－
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埼
玉
県
告
示
第
千
四
十
四
号

土
地
区
画
整
理
法（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

滑
川
町
月
輪
土
地
区
画
整
理
組
合
か
ら
理
事
の
氏
名
及
び
住
所
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と

お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
八
月
一
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

辞
任
し
た
理
事
の
氏
名
及
び
住
所

神

田

信

男

比
企
郡
滑
川
町
月
の
輪
七
丁
目
二
三
番
地
一
四

篠

�

昭

善

同

同

同

六
丁
目
八
番
地
一

篠

�

和

一

同

同

同

三
丁
目
三
番
地
四

篠

�

一

美

同

同

同

四
丁
目
四
番
地
五

篠

�

高

一

同

同

同

六
丁
目
一
三
番
地
一
二

篠

�

卓

見

同

同

同

四
丁
目
四
番
地
一

千

賀

一

雄

東
京
都
足
立
区
千
住
旭
町
三
一
番
二
‐
三
〇
六

根

岸

茂

比
企
郡
滑
川
町
月
の
輪
四
丁
目
七
番
地
一

長
谷
部

�

男

同

同

大
字
月
輪
九
七
六
番
地

宮

島

�

一

同

同

月
の
輪
七
丁
目
一
一
番
地
一

宮

島

省

三

同

同

同

七
丁
目
一
二
番
地
一

横

塚

元

吉

同

同

同

七
丁
目
二
九
番
地
六

就
任
し
た
理
事
の
氏
名
及
び
住
所

神

田

信

男

比
企
郡
滑
川
町
月
の
輪
七
丁
目
二
三
番
地
一
四

篠

�

昭

善

比
企
郡
滑
川
町
月
の
輪
六
丁
目
八
番
地
一

篠

�

和

一

同

同

同

三
丁
目
三
番
地
四

篠

�

一

美

同

同

同

四
丁
目
四
番
地
五

篠

�

卓

見

同

同

同

四
丁
目
四
番
地
一

根

岸

茂

同

同

同

四
丁
目
七
番
地
一

長
谷
部

�

男

同

同

大
字
月
輪
九
七
六
番
地

宮

島

�

一

同

同

月
の
輪
七
丁
目
一
一
番
地
一

宮

島

省

三

同

同

同

七
丁
目
一
二
番
地
一

横

田

正

規

東
京
都
板
橋
区
志
村
二
丁
目
一
六
番
三
三
‐
七
二
四
号

横

塚

元

吉

比
企
郡
滑
川
町
月
の
輪
七
丁
目
二
九
番
地
六

二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼

玉
県
都
市
整
備
部
都
市
計
画
課
に
お
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
八
月
一
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

埼
玉
県
告
示
第
千
四
十
三
号

毛
呂
山
町
か
ら
毛
呂
山
・
越
生
都
市
計
画
地

区
計
画
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を

受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年

法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て

準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部

都
市
計
画
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
八
月
一
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

埼
玉
県
告
示
第
千
四
十
五
号

土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第

百
十
九
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
土
地
区
画
整
理
組
合
の
定
款
の
変
更
を
認

可
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
八
月
一
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

組
合
の
名
称

ふ
じ
み
野
市
駒
林
土
地
区
画
整
理
組
合

二

事
業
施
行
期
間

平
成
十
二
年
六
月
十
三
日
か
ら
平
成
二
十

五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

三

施
行
地
区

ふ
じ
み
野
市
駒
林
字
新
田
前
、
字
南
原
の

各
一
部

四

事
務
所
の
所
在
地

ふ
じ
み
野
市
大
井
中
央
一
丁
目
一
番
一
号

五

設
立
認
可
の
年
月
日

平
成
十
二
年
六
月
十
三
日

六

変
更
内
容

事
務
所
の
所
在
地
を
「
上
福
岡
市
福
岡
一

丁
目
一
番
一
号
」
か
ら
、
「
ふ
じ
み
野
市
大

井
中
央
一
丁
目
一
番
一
号
」
と
変
更
す
る
。

七

変
更
認
可
の
年
月
日

平
成
二
十
年
八
月
一
日

埼
玉
県
告
示
第
千
四
十
六
号

吉
川
市
か
ら
越
谷
都
市
計
画
武
蔵
野
操
車
場

跡
地
地
区
土
地
区
画
整
理
事
業
の
決
定
に
係
る

図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計

画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し

を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
市
街
地
整
備
課
に
お
い

て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
八
月
一
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

－２７－

第����号平成��年�月�日（金曜日）
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埼
玉
県
告
示
第
千
四
十
七
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の

で
、
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
八
月
一
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

許
可
番
号

平
成
二
十
年
二
月
二
十
一
日

指
令
杉
整
第
一
九
〇
二
二
七
〇
号

二

検
査
済
証
番
号

平
成
二
十
年
七
月
二
十
四
日
第
二
十
五
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

北
�
飾
郡
鷲
宮
町
大
字
八
甫
字
内
野
一
〇

五
六
―
一
、
一
〇
五
七
―
一

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

北
�
飾
郡
鷲
宮
町
大
字
外
野
四
四
五
―
一

坂
本

友
夫

埼
玉
県
告
示
第
千
四
十
八
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の

で
、
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
八
月
一
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

許
可
番
号

平
成
二
十
年
六
月
二
十
五
日

指
令
杉
整
第
一
―
二
〇
〇
〇
〇
三
〇
号

二

検
査
済
証
番
号

平
成
二
十
年
七
月
二
十
八
日
第
二
十
六
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

児
玉
郡
美
里
町
大
字
小
茂
田
字
柳
原
五
〇

〇
―
一
、
五
〇
〇
―
三
、
五
〇
〇
―
四
、
五

〇
〇
―
一
先
道
路

（
第
一
工
区
）

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

さ
い
た
ま
市
南
区
根
岸
一
丁
目
五
番
五
号

生
活
協
同
組
合

さ
い
た
ま
コ
ー
プ

理
事
長

佐
藤

利
昭

埼
玉
県
告
示
第
千
四
十
九
号

飯
能
市
か
ら
飯
能
都
市
計
画
公
園
の
変
更
に

係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都

市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第

二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該

図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
公
園
課
に

お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
八
月
一
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

埼
玉
県
告
示
第
千
五
十
号

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定

の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を

決
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
年
八
月
一
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

１
購
入
等
件
名
及
び
数
量

県
立
熊
谷
高
等
学
校
外
２５
校
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
教
室
用
機
器
等
賃
貸
借
一
式

２
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の

名
称
及
び
所
在
地

埼
玉
県
教
育
局
県
立
学
校
部
高
校
教
育
指

導
課
県
立
学
校
IT
推
進
担
当
埼
玉
県
さ

い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
３
丁
目
１５
番
１
号

３
落
札
者
を
決
定
し
た
日

平
成
２０
年
６
月
２６
日

４
落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

N
EC
リ
ー
ス
株
式
会
社
東
京
都
港
区

芝
５
丁
目
２９
番
１１
号

５
落
札
金
額

４１５
，１７０
，３１５
円

６
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

７
入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

平
成
２０
年
４
月
１８
日

埼
玉
県
告
示
第
千
五
十
一
号

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定

の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を

決
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
年
八
月
一
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

１
購
入
等
件
名
及
び
数
量

県
立
学
校
間
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
等

運
用
保
守
業
務
委
託
一
式

２
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の

名
称
及
び
所
在
地

埼
玉
県
教
育
局
県
立
学
校
部
高
校
教
育
指

導
課
県
立
学
校
IT
推
進
担
当
埼
玉
県
さ

い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
３
丁
目
１５
番
１
号

３
落
札
者
を
決
定
し
た
日

平
成
２０
年
７
月
１
日

４
落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

日
本
電
気
株
式
会
社
東
京
都
港
区
芝
５

丁
目
７
番
１
号

５
落
札
金
額

４６
，６２０
，０００
円

６
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

７
入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

平
成
２０
年
５
月
１６
日

－２８－

第����号平成��年�月�日（金曜日）
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埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
五
十
三
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
年
八
月
一
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境
課

及
び
埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
八
月
一
日

埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
長

大

石

正

孝

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

さ
い
た
ま
ふ
じ
み
野
所
沢
線

三

道
路
の
区
域

埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
五
十
四
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
年
八
月
一
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境
課

及
び
埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
八
月
一
日

埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
長

大

石

正

孝

埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
百

五
号都

市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の

で
、
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
八
月
一
日

埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長

亀

井

清

司

一

許
可
番
号

平
成
二
十
年
七
月
七
日

第
二
〇
〇
〇
一
七
〇
号

二

検
査
済
証
番
号

平
成
二
十
年
七
月
二
十
四
日

第
二
〇
〇
〇
三
八
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

比
企
郡
滑
川
町
大
字
月
輪
字
中
道
北
七
八

四
―
八

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

比
企
郡
滑
川
町
み
な
み
野
三
―
一
七
―
一

ハ
イ
ツ
ア
ー
バ
ン
Ｃ
―
一
〇
五

高
田

幸
治

埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
八
十

六
号都

市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

旧
新
別

区

間

敷

地

の

幅

員

（
メ
ー
ト
ル
）

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

備

考

旧

所
沢
市
北
原
町
一
四
一
五
―
一
地
先

十
一
・
〇
〇
〜一

四
・
〇
〇

一
七
・
七
七

新

十
四
・
〇
〇
〜一

四
・
〇
〇

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始
の
期
日

備

考

さ
い
た
ま
ふ
じ
み
野
所

沢
線

所
沢
市
北
原
町
一
四
一
五
―
一
地
先

平
成
二
十
年
八
月
一
日

平
成
二
十
年
八
月
一
日
川
越
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
五
十
三
号
で

告
示
し
た
道
路
予
定
区
域
の
供
用
の
開
始
で
あ
る
。

延
長

十
七
・
七
七
メ
ー
ト
ル

－２９－

第����号平成��年�月�日（金曜日）
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の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の

で
、
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
八
月
一
日

埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
長

平

井

順

一

一

許
可
番
号

平
成
二
十
年
六
月
二
十
四
日

指
令
杉
整
第
二
〇
〇
〇
四
四
〇
号

二

検
査
済
証
番
号

平
成
二
十
年
七
月
二
十
四
日

杉
整
第
五
九
七
―
一
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

北
�
飾
郡
栗
橋
町
大
字
佐
間
字
堤
外
七
九

三
―
七
、
―
八

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

加
須
市
大
桑
二
―
九
―
二

森

順
子

埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
八
十

七
号都

市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の

で
、
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
八
月
一
日

埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
長

平

井

順

一

一

許
可
番
号

平
成
二
十
年
七
月
十
六
日

指
令
杉
整
第
一
九
〇
二
二
一
一
号

二

検
査
済
証
番
号

平
成
二
十
年
七
月
二
十
五
日

杉
整
第
六
〇
二
―
一
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

北
�
飾
郡
栗
橋
町
南
栗
橋
一
丁
目
八
―

九
、
―
一
〇
、
―
一
四
、
―
一
五
、
―
一
六
、

―
一
七

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

北
�
飾
郡
栗
橋
町
南
栗
橋
一
丁
目
八
―
九

友
田

カ
ヨ
子

埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
八
十

九
号都

市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の

で
、
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
八
月
一
日

埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
長

平

井

順

一

一

許
可
番
号

平
成
二
十
年
五
月
二
十
八
日

指
令
杉
整
第
一
九
〇
〇
五
六
一
号

二

検
査
済
証
番
号

平
成
二
十
年
七
月
二
十
五
日

杉
整
第
六
〇
六
―
一
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

北
�
飾
郡
杉
戸
町
大
字
下
高
野
字
杉
内
一

五
三
〇
―
三

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

北
�
飾
郡
杉
戸
町
高
野
台
西
六
丁
目
一
番

地
一
五
―
九
―
一
〇
一

窪
田

裕
之

埼
玉
県
教
委
告
示
第
三
十
五
号

埼
玉
県
教
育
委
員
会
定
例
会
を
次
の
と
お
り

招
集
す
る
。

平
成
二
十
年
八
月
一
日

埼
玉
県
教
育
委
員
会
委
員
長

�

橋

史

朗

一

日
時

平
成
二
十
年
八
月
七
日

午
前
十
時

二

場
所

さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
三
丁
目
十
五
番

一
号埼

玉
県
教
育
局
教
育
委
員
会
室

三

議
題

当
面
す
る
教
育
関
係
諸
問
題
に
つ
い
て

発 行 日

毎

週

火
曜
日
・
金
曜
日

購読料金

一
年
四
万
三
千
四
百
円

（
郵
便
料
金
を
含
む
。）

発 行 者

埼

玉

県

さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
三
丁
目
十
五
番
一
号

〇
四
八
―
八
二
四
―
二
一
一
一（
代
表
） 埼

玉
県
報
ホ

�ム
ペ

�ジ
ア
ド
レ
ス

http
://w

w
w
.pref.saitam

a.lg.jp/A
01

/B
A
00/kenpouhom

e/fr_top.htm

印 刷 所

関

東

図

書

株

式

会

社

さ
い
た
ま
市
南
区
別
所
三
―
一
―
一
〇

〇
四
八
―
八
六
二
―
二
九
〇
一（
代
表
）

再生紙を使用しています。 －３０－

第����号平成��年�月�日（金曜日）
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